
東 京 都 福 祉 の ま ち づ く り 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 八 年 東 京 都 規 則 第 百 六 十 九 号 ） 新 旧 対 照 表 （ 抄 ）  

改 正 案  現 行    

第 一 条 か ら 第 四 条 ま で  （ 現 行 の と お り ）  

（ 整 備 基 準 ）  

第 五 条  （ 現 行 の と お り ）  

２  （ 現 行 の と お り ）  

３  別 表 第 二  一 の 部 及 び 二 の 部 に 定 め る 特 定 都 市 施 設 を 改 修 す る 場 合 に お い

て は 、 遵 守 基 準 は 、 次 に 掲 げ る 部 分 （ 第 二 号 、 第 四 号 又 は 第 六 号 の 経 路 が 二

以 上 あ る 場 合 に あ っ て は 、 い ず れ か 一 の 経 路 に 係 る 部 分 ） に 限 り 適 用 す る 。 

一  （ 現 行 の と お り ）  

二  道 又 は 公 園 、 広 場 そ の 他 の 空 地 （ 以 下 「 道 等 」 と い う 。 ） か ら 前 号 に 掲 げ

る 部 分 に あ る 不 特 定 か つ 多 数 の 者 が 利 用 し 、 又 は 主 と し て 高 齢 者 、 障 害 者

等 が 利 用 す る 居 室 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 利 用 居 室 」 と い う 。 ） 、 共 同 住 宅

等 の 各 住 戸 又 は ホ テ ル 若 し く は 旅 館 （ 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化

等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 二 十 二 号 ） 第 二 条 第 六 項 第 四 号 に

規 定 す る 営 業 の 用 に 供 す る 施 設 及 び 旅 館 業 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 三 十

八 号 ） 第 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 簡 易 宿 所 営 業 の 施 設 を 除 く 。 別 表 第 三 十

の 項 ㈢ 、 別 表 第 五  五 の 項 ㈢ 、 同 表 六 の 項 ㈡ 、 同 表 七 の 項 及 び 同 表 十 の 項

㈢ に お い て 同 じ 。 ） に お け る 車 椅 子 使 用 者 が 円 滑 に 利 用 で き る 客 室 （ 以 下 「 車

椅 子 使 用 者 用 客 室 」 と い う 。 ） 以 外 の 各 客 室 （ 以 下 「 一 般 客 室 」 と い う 。 ）

ま で の 経 路 （ 当 該 利 用 居 室 が 観 覧 席 又 は 客 席 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 当 該

観 覧 席 又 は 客 席 の 出 入 口 と 車 椅 子 の 転 回 に 支 障 が な い こ と そ の 他 の 車 椅 子

使 用 者 が 円 滑 に 利 用 す る こ と が で き る も の と し て 、 別 表 第 五 十 一 の 項 ㈠

⑵ に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る 場 所 （ 以 下 「 車 椅 子 使 用 者 用 部 分 」 と い う 。 ） と

の 間 の 経 路 （ 以 下 「 車 椅 子 使 用 者 用 経 路 」 と い う 。 ） を 含 む 。 ） を 構 成 す る

第 一 条 か ら 第 四 条 ま で  （ 略 ）  

（ 整 備 基 準 ）  

第 五 条  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  

３  別 表 第 二  一 の 部 及 び 二 の 部 に 定 め る 特 定 都 市 施 設 を 改 修 す る 場 合 に お い

て は 、 遵 守 基 準 は 、 次 に 掲 げ る 部 分 に 限 り 適 用 す る 。  

 

一  （ 略 ）  

二  道 又 は 公 園 、 広 場 そ の 他 の 空 地 （ 以 下 「 道 等 」 と い う 。 ） か ら 前 号 に 掲 げ

る 部 分 に あ る 不 特 定 か つ 多 数 の 者 が 利 用 し 、 又 は 主 と し て 高 齢 者 、 障 害 者

等 が 利 用 す る 居 室 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 利 用 居 室 」 と い う 。 ） 、 共 同 住 宅

等 の 各 住 戸 又 は ホ テ ル 若 し く は 旅 館 （ 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化

等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 二 十 二 号 ） 第 二 条 第 六 項 第 四 号 に

規 定 す る 営 業 の 用 に 供 す る 施 設 及 び 旅 館 業 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 三 十

八 号 ） 第 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 簡 易 宿 所 営 業 の 施 設 を 除 く 。 別 表 第 三 十

の 項 ㈢ 、 別 表 第 五  五 の 項 ㈢ 、 同 表 六 の 項 ㈡ 、 同 表 七 の 項 及 び 同 表 十 の 項

㈢ に お い て 同 じ 。 ） に お け る 車 椅 子 使 用 者 が 円 滑 に 利 用 で き る 客 室 （ 以 下 「 車

椅 子 使 用 者 用 客 室 」 と い う 。 ） 以 外 の 各 客 室 （ 以 下 「 一 般 客 室 」 と い う 。 ）

ま で の 一 以 上 の 経 路 を 構 成 す る 出 入 口 、 廊 下 （ こ れ に 類 す る も の を 含 む 。 ）

（ 以 下 「 廊 下 等 」 と い う 。 ） 、 階 段 、 傾 斜 路 、 エ レ ベ ー タ ー そ の 他 の 昇 降 機

及 び 敷 地 内 の 通 路  

 

 



出 入 口 、 廊 下 （ こ れ に 類 す る も の を 含 む 。 ） （ 以 下 「 廊 下 等 」 と い う 。 ） 、 階

段 、 傾 斜 路 、 エ レ ベ ー タ ー そ の 他 の 昇 降 機 及 び 敷 地 内 の 通 路  

三  （ 現 行 の と お り ）  

四  第 一 号 に 掲 げ る 部 分 に あ る 利 用 居 室 （ 当 該 改 修 に 係 る 部 分 に 利 用 居 室 が

設 け ら れ て い な い と き は 、 道 等 ） か ら 車 椅 子 を 利 用 し て い る 者 （ 以 下 「 車

椅 子 使 用 者 」 と い う 。 ） が 円 滑 に 利 用 す る こ と が で き る 便 房 （ 以 下 「 車 椅 子

使 用 者 用 便 房 」 と い う 。 ） （ 前 号 に 掲 げ る 便 所 に 設 け ら れ る も の に 限 る 。 ） ま

で の 経 路 （ 当 該 利 用 居 室 が 観 覧 席 又 は 客 席 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 車 椅 子

使 用 者 用 経 路 を 含 む 。 ） を 構 成 す る 出 入 口 、 廊 下 等 、 階 段 、 傾 斜 路 、 エ レ ベ

ー タ ー そ の 他 の 昇 降 機 及 び 敷 地 内 の 通 路  

五  （ 現 行 の と お り ）  

六  前 号 に 掲 げ る 駐 車 場 に 設 け ら れ る 車 椅 子 使 用 者 が 円 滑 に 利 用 す る こ と が

で き る 駐 車 施 設 （ 以 下 「 車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施 設 」 と い う 。 ） か ら 第 一 号 に

掲 げ る 部 分 に あ る 利 用 居 室 （ 当 該 改 修 に 係 る 部 分 に 利 用 居 室 が 設 け ら れ て

い な い と き は 、 道 等 ） 又 は 一 般 客 室 ま で の 経 路 （ 当 該 利 用 居 室 が 観 覧 席 又

は 客 席 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 車 椅 子 使 用 者 用 経 路 を 含 む 。 ） を 構 成 す る 出

入 口 、 廊 下 等 、 階 段 、 傾 斜 路 、 エ レ ベ ー タ ー そ の 他 の 昇 降 機 及 び 敷 地 内 の

通 路  

４ 及 び ５  （ 現 行 の と お り ）  

第 六 条 か ら 第 十 六 条 ま で  （ 現 行 の と お り ）    

別 表 第 一 及 び 別 表 第 二  （ 現 行 の と お り ）  

別 表 第 三  建 築 物 （ 共 同 住 宅 等 を 除 く 。 ） に 関 す る 整 備 基 準 （ 都 市 施 設 ） （ 第 五

条 関 係 ）  

整 備 項 目  整  備  基  準  

 

 

三  （ 略 ）  

四  第 一 号 に 掲 げ る 部 分 に あ る 利 用 居 室 （ 当 該 改 修 に 係 る 部 分 に 利 用 居 室 が

設 け ら れ て い な い と き は 、 道 等 ） か ら 車 椅 子 を 利 用 し て い る 者 （ 以 下 「 車

椅 子 使 用 者 」 と い う 。 ） が 円 滑 に 利 用 す る こ と が で き る 便 房 （ 以 下 「 車 椅 子

使 用 者 用 便 房 」 と い う 。 ） （ 前 号 に 掲 げ る 便 所 に 設 け ら れ る も の に 限 る 。 ） ま

で の 一 以 上 の 経 路 を 構 成 す る 出 入 口 、 廊 下 等 、 階 段 、 傾 斜 路 、 エ レ ベ ー タ

ー そ の 他 の 昇 降 機 及 び 敷 地 内 の 通 路  

 

五  （ 略 ）  

六  前 号 に 掲 げ る 駐 車 場 に 設 け ら れ る 車 椅 子 使 用 者 が 円 滑 に 利 用 す る こ と が

で き る 駐 車 施 設 （ 以 下 「 車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施 設 」 と い う 。 ） か ら 第 一 号 に

掲 げ る 部 分 に あ る 利 用 居 室 （ 当 該 改 修 に 係 る 部 分 に 利 用 居 室 が 設 け ら れ て

い な い と き は 、 道 等 ） 又 は 一 般 客 室 ま で の 一 以 上 の 経 路 を 構 成 す る 出 入 口 、

廊 下 等 、 階 段 、 傾 斜 路 、 エ レ ベ ー タ ー そ の 他 の 昇 降 機 及 び 敷 地 内 の 通 路  

 

 

４ 及 び ５  （ 略 ）  

第 六 条 か ら 第 十 六 条 ま で  （ 略 ）  

別 表 第 一 及 び 別 表 第 二  （ 略 ）  
別 表 第 三  建 築 物 （ 共 同 住 宅 等 を 除 く 。 ） に 関 す る 整 備 基 準 （ 都 市 施 設 ） （ 第 五

条 関 係 ）  
整 備 項 目  整  備  基  準  



一  移 動 等 円

滑 化 経 路 等  

㈠  次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 経 路 の う ち 

一 以 上 （ ⑷ に 掲 げ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 全 て ） を 高 齢

者 、 障 害 者 等 が 円 滑 に 利 用 で き る 経 路 （ 以 下 「 移 動 等 円

滑 化 経 路 等 」 と い う 。 ） に し な け れ ば な ら な い 。 

⑴ 建 築 物 に 、 不 特 定 若 し く は 多 数 の 者 が 利 用 し 、 又 は

主 と し て 高 齢 者 、 障 害 者 等 が 利 用 す る 居 室 等 （ 以 下 こ

の 表 に お い て 「 利 用 居 室 等 」 と い う 。 ） を 設 け る 場 合 
道 等 か ら 当 該 利 用 居 室 等 ま で の 経 路 （ 当 該 利 用 居 室 等

が 観 覧 席 又 は 客 席 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 車 椅 子 使 用

者 用 経 路 を 含 む 。 ） 

⑵ 建 築 物 又 は そ の 敷 地 に 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 （ 車 椅 子

使 用 者 用 客 室 に 設 け ら れ る も の を 除 く 。 ） を 設 け る 場

合 利 用 居 室 等 （ 当 該 建 築 物 に 利 用 居 室 等 が 設 け ら れ

て い な い と き は 、 道 等 。 ⑶ に お い て 同 じ 。 ） か ら 当 該

車 椅 子 使 用 者 用 便 房 ま で の 経 路 （ 当 該 利 用 居 室 等 が 観

覧 席 又 は 客 席 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 車 椅 子 使 用 者 用

経 路 を 含 む 。 ） 

⑶ 建 築 物 又 は そ の 敷 地 に 車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施 設 を

設 け る 場 合 当 該 車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施 設 か ら 利 用

居 室 等 ま で の 経 路 （ 当 該 利 用 居 室 等 が 観 覧 席 又 は 客 席

で あ る 場 合 に あ っ て は 、 車 椅 子 使 用 者 用 経 路 を 含 む 。 ） 

⑷ （ 現 行 の と お り ） 

㈡  （ 現 行 の と お り ） 

二 か ら 七 ま で  （ 現 行 の と お り ） 

一  移 動 等 円

滑 化 経 路 等  

㈠ 次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 経 路 の う ち

一 以 上 （ ⑷ に 掲 げ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 全 て ） を 高

齢 者 、 障 害 者 等 が 円 滑 に 利 用 で き る 経 路 （ 以 下 「 移 動

等 円 滑 化 経 路 等 」 と い う 。 ） に し な け れ ば な ら な い 。  

⑴ 建 築 物 に 、 不 特 定 若 し く は 多 数 の 者 が 利 用 し 、 又 は

主 と し て 高 齢 者 、 障 害 者 等 が 利 用 す る 居 室 等 （ 以 下

こ の 表 に お い て 「 利 用 居 室 等 」 と い う 。 ） を 設 け る 場

合 道 等 か ら 当 該 利 用 居 室 等 ま で の 経 路  

 

 

⑵ 建 築 物 又 は そ の 敷 地 に 八 の 項 ㈡ ⑴ に 掲 げ る 構 造 の

車 椅 子 使 用 者 用 便 房 （ 車 椅 子 使 用 者 用 客 室 に 設 け ら

れ る も の を 除 く 。 ） を 設 け る 場 合 利 用 居 室 等 （ 当 該

建 築 物 に 利 用 居 室 等 が 設 け ら れ て い な い と き は 、 道

等 。 ⑶ に お い て 同 じ 。 ） か ら 当 該 車 椅 子 使 用 者 用 便 房

ま で の 経 路  

 

⑶ 建 築 物 又 は そ の 敷 地 に 車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施 設 を

設 け る 場 合 当 該 車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施 設 か ら 利 用

居 室 等 ま で の 経 路  

 

⑷ （ 略 ）  

㈡ （ 略 ）  

二 か ら 七 ま で  （ 略 ）  



八 便 所  ㈠ 不 特 定 若 し く は 多 数 の 者 が 利 用 し 、 又 は 主 と し て 高 齢

者 、 障 害 者 等 が 利 用 す る 便 所 は 、 次 に 掲 げ る も の で な け

れ ば な ら な い 。 

⑴ 不 特 定 若 し く は 多 数 の 者 が 利 用 し 、 又 は 主 と し て 高

齢 者 、 障 害 者 等 が 利 用 す る 便 所 の 数 は 、 こ れ ら の 者 が

利 用 す る 階 （ 次 に 掲 げ る 階 を 除 く 。 ） の 階 数 に 相 当 す

る 数 以 上 を 設 け る も の で な け れ ば な ら な い 。 
ア 直 接 地 上 へ 通 ず る 出 入 口 の あ る 階 で あ っ て 、 不

特 定 若 し く は 多 数 の 者 が 利 用 し 、 又 は 主 と し て 高

齢 者 、 障 害 者 等 が 利 用 す る 便 所 を 一 以 上 設 け る 施

設 が 同 一 敷 地 内 の 当 該 出 入 口 に 近 接 す る 位 置 に あ

る も の 

イ 不 特 定 若 し く は 多 数 の 者 又 は 高 齢 者 、 障 害 者 等

が 利 用 す る 部 分 の 床 面 積 が 著 し く 小 さ い 階 、 不 特

定 若 し く は 多 数 の 者 又 は 高 齢 者 、 障 害 者 等 の 滞 在

時 間 が 短 い 階 そ の 他 の 建 築 物 の 管 理 運 営 上 不 特 定

若 し く は 多 数 の 者 が 利 用 し 、 又 は 主 と し て 高 齢 者 、

障 害 者 等 が 利 用 す る 便 所 を 設 け な い こ と が や む を

得 な い と 認 め ら れ る 階 

 ⑵ 不 特 定 若 し く は 多 数 の 者 が 利 用 し 、 又 は 主 と し て 高

齢 者 、 障 害 者 等 が 利 用 す る 便 所 の 配 置 基 準 は 、 特 定

の 階 に 偏 る こ と な く 設 け る こ と そ の 他 の 不 特 定 若 し

く は 多 数 の 者 又 は 高 齢 者 、 障 害 者 等 が 利 用 す る 上 で

支 障 が な い 位 置 に 設 け る こ と と す る 。 

 ⑶ 不 特 定 若 し く は 多 数 の 者 が 利 用 し 、 又 は 主 と し て 高

八 便 所  ㈠ 不 特 定 若 し く は 多 数 の 者 が 利 用 し 、 又 は 主 と し て 高 齢

者 、 障 害 者 等 が 利 用 す る 便 所 を 設 け る 場 合 に は 、 床 の

表 面 を 粗 面 と し 、 又 は 滑 り に く い 材 料 で 仕 上 げ る こ と 。 

 ⑴ か ら ⑶ ま で （ 新 設 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



齢 者 、 障 害 者 等 が 利 用 す る 便 所 の 床 の 表 面 は 、 粗 面

と し 、 又 は 滑 り に く い 材 料 で 仕 上 げ る こ と 。 

㈡ ㈠ に 規 定 す る 便 所 を 設 け る 場 合 に は 、 当 該 便 所 の う ち

一 以 上 に 、 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 を 一 以 上 （ 当 該 車 椅 子 使

用 者 用 便 房 に 男 子 用 及 び 女 子 用 の 区 別 を 設 け る 場 合 に

あ っ て は 、 そ れ ぞ れ 一 以 上 ） 設 け な け れ ば な ら な い 。 
㈢ ㈠ の 規 定 に よ り ㈠ に 規 定 す る 便 所 を 設 け る 階 （ 以 下 こ

の 項 に お い て 「 便 所 設 置 階 」 と い う 。 ） に お い て は 、 当

該 便 所 の う ち 一 以 上 （ 次 に 掲 げ る ⑴ の 場 合 に あ っ て は 、

⑴ に 定 め る 数 以 上 ） に 、 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 を 一 以 上 （ 当

該 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 に 男 子 用 及 び 女 子 用 の 区 別 を 設

け る 場 合 に あ っ て は 、 そ れ ぞ れ 一 以 上 ） 設 け な け れ ば な

ら な い 。 た だ し 、 車 椅 子 使 用 者 が 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 を

利 用 す る 上 で 支 障 が な い も の と し て 次 に 掲 げ る ⑵ の 場

合 は 、 こ の 限 り で な い 。 

⑴ 当 該 階 の 床 面 積 が 一 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え る 場 合

に あ っ て は 、 当 該 床 面 積 の 区 分 に 応 じ 、 次 の ア 又 は イ

に 定 め る 数 。 た だ し 、 当 該 数 が 便 所 設 置 階 に 設 け る ㈠

に 規 定 す る 便 所 （ 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 の み を 設 け る も

の を 除 く 。 ） の 数 を 超 え る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 便 所

の 数 と す る 。 

ア 便 所 設 置 階 の 床 面 積 が 一 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え 、

四 万 平 方 メ ー ト ル 以 下 の 場 合 二 

イ 便 所 設 置 階 の 床 面 積 が 四 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え

る 場 合 当 該 床 面 積 に 相 当 す る 数 に 二 万 分 の 一 を

 

 

㈡ ㈠ の 便 所 の う ち 一 以 上 （ 男 子 用 及 び 女 子 用 の 区 別 が あ

る と き は 、 そ れ ぞ れ 一 以 上 ） は 、 次 に 掲 げ る も の と す

る こ と 。  

 

（ 新 設 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑴ 及 び ⑵ （ 新 設 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



乗 じ て 得 た 数 （ そ の 数 に 一 未 満 の 端 数 が あ る と き

は 、 そ の 端 数 を 切 り 上 げ た 数 ） 

⑵ 車 椅 子 使 用 者 が 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 を 利 用 す る 上

で 支 障 が な い も の は 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る も の

と す る 。 

ア 便 所 設 置 階 が 直 接 地 上 へ 通 ず る 出 入 口 の あ る 階

で あ り 、 か つ 、 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 を 一 以 上 （ 当 該

車 椅 子 使 用 者 用 便 房 に 男 子 用 及 び 女 子 用 の 区 別 を

設 け る 場 合 に あ っ て は 、 そ れ ぞ れ 一 以 上 ） 設 け る 施

設 が 同 一 敷 地 内 の 当 該 出 入 口 に 近 接 す る 位 置 に あ

る 場 合 

イ 便 所 設 置 階 の ㈠ に 規 定 す る 便 所 に 設 け る べ き 車

椅 子 使 用 者 用 便 房 の 全 部 又 は 一 部 を 、 当 該 便 所 設

置 階 以 外 の 便 所 設 置 階 の ㈠ に 規 定 す る 便 所 に 設 け

る 場 合 

ウ 次 の 又 は に 掲 げ る 便 所 設 置 階 の 区 分 に 応 じ 、

当 該 又 は に 定 め る 場 合 

  男 子 用 の ㈠ に 規 定 す る 便 所 の み を 設 け る 便 所

設 置 階 当 該 ㈠ に 規 定 す る 便 所 の う ち 一 以 上 （ 当

該 便 所 設 置 階 の 床 面 積 が 一 万 平 方 メ ー ト ル を 超

え る 場 合 に あ っ て は 、 ㈢ ⑴ に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に

応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 区 分 に 定 め る 数 以 上 ） に 、 男

子 用 の 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 を 一 以 上 設 け る 場 合 

 女 子 用 の ㈠ に 規 定 す る 便 所 の み を 設 け る 便 所

設 置 階 当 該 ㈠ に 規 定 す る 便 所 の う ち 一 以 上 （ 当

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



該 便 所 設 置 階 の 床 面 積 が 一 万 平 方 メ ー ト ル を 超

え る 場 合 に あ っ て は 、 ㈢ ⑴ に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に

応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 区 分 に 定 め る 数 以 上 ） に 、 女

子 用 の 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 を 一 以 上 設 け る 場 合 

エ 床 面 積 が 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の 便 所 設 置 階 を 有

す る 建 築 物 に 、 床 面 積 が 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の 階 の

床 面 積 の 合 計 に 千 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 数 （ そ の 数 に

一 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た

数 ） （ 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の 便 所 設 置 階 （ 車 椅 子 使

用 者 用 便 房 の み を 設 け る ㈠ に 規 定 す る 便 所 の み を

設 け る も の を 除 く 。 ） の 階 数 に 相 当 す る 数 を 超 え る

場 合 に あ っ て は 、 当 該 階 数 に 相 当 す る 数 ） に ㈢ 本 文

の 規 定 に よ り 床 面 積 が 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 の 便 所

設 置 階 に 設 け る べ き 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 の 数 を 加

え た 数 （ ⑵ に 規 定 す る 施 設 が ⑵ に 規 定 す る 位 置

に あ る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 数 か ら 当 該 施 設 に 設 け

る 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 （ 当 該 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 に

男 子 用 及 び 女 子 用 の 区 別 を 設 け る 場 合 に あ っ て は 、

そ れ ぞ れ の 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 ） の 数 を 差 し 引 い た

数 ） 以 上 の 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 （ 当 該 車 椅 子 使 用 者

用 便 房 （ 男 子 用 の ㈠ に 規 定 す る 便 所 及 び 女 子 用 の ㈠

に 規 定 す る 便 所 を 設 け る 階 に 設 け る も の に 限 る 。 ）

に 男 子 用 及 び 女 子 用 の 区 別 を 設 け る 場 合 に あ っ て

は 、 そ れ ぞ れ の 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 ） を 設 け る 場 合 

⑶ 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 は 次 に 掲 げ る 構 造 の も の と す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 便 所 内 に 、 次 に 掲 げ る 構 造 の 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 を



る 。 

ア 腰 掛 便 座 、 手 す り 等 が 適 切 に 配 置 さ れ て い る こ

と 。 

イ 車 椅 子 使 用 者 が 円 滑 に 利 用 す る こ と が で き る よ

う 十 分 な 空 間 が 確 保 さ れ て い る こ と 。 

ウ 一 般 用 の 便 所 に 近 接 し 、 分 か り や す く 利 用 し や す

い 位 置 に 設 け る こ と 。 
エ 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 及 び 便 所 の 出 入 口 に は 、 当 該

車 椅 子 使 用 者 用 便 房 の 設 備 及 び 機 能 を 表 示 す る こ

と 。 

㈣ ㈡ 及 び ㈢ に 定 め る も の の ほ か 、 ㈠ の 規 定 に よ り 設 け る

㈠ に 規 定 す る 便 所 の う ち 一 以 上 に は 、 高 齢 者 、 障 害 者 等

が 円 滑 に 利 用 す る こ と が で き る 構 造 の 水 洗 器 具 を 設 け

た 便 房 を 一 以 上 （ 当 該 便 房 に 男 子 用 及 び 女 子 用 の 区 別 を

設 け る 場 合 に あ っ て は 、 そ れ ぞ れ 一 以 上 ） 設 け な け れ ば

な ら な い 。 

㈤ ㈡ か ら ㈣ ま で に 定 め る も の の ほ か 、 ㈠ の 規 定 に よ り 設

け る ㈠ に 規 定 す る 便 所 の う ち 一 以 上 に は 、 ベ ビ ー チ ェ ア

そ の 他 の 乳 幼 児 を 座 ら せ る こ と が で き る 設 備 を 設 け た

便 房 を 一 以 上 （ 当 該 便 房 に 男 子 用 及 び 女 子 用 の 区 別 を 設

け る 場 合 に あ っ て は 、 そ れ ぞ れ 一 以 上 ） 設 け 、 当 該 便 房

及 び 便 所 の 出 入 口 に は 、 そ の 旨 の 表 示 を 行 わ な け れ ば な

ら な い 。 

㈥ ㈡ か ら ㈤ ま で に 定 め る も の の ほ か 、 ㈠ の 規 定 に よ り 設

け る ㈠ に 規 定 す る 便 所 の う ち 一 以 上 （ 当 該 便 所 に 男 子 用

一 以 上 設 け る こ と 。  

ア 腰 掛 便 座 、 手 す り 等 が 適 切 に 配 置 さ れ て い る こ

と 。  

イ 車 椅 子 使 用 者 が 円 滑 に 利 用 す る こ と が で き る

よ う 十 分 な 空 間 が 確 保 さ れ て い る こ と 。  

ウ 一 般 用 の 便 所 に 近 接 し 、 分 か り や す く 利 用 し や

す い 位 置 に 設 け る こ と 。  

エ 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 及 び 便 所 の 出 入 口 に は 、 当

該 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 の 設 備 及 び 機 能 を 表 示 す

る こ と 。  

⑵ 便 所 内 に 、 高 齢 者 、 障 害 者 等 が 円 滑 に 利 用 す る こ と

が で き る 構 造 の 水 洗 器 具 を 設 け た 便 房 を 一 以 上 設 け

る こ と 。  

 

 

 

⑶ 便 所 内 に 、 ベ ビ ー チ ェ ア そ の 他 の 乳 幼 児 を 座 ら せ る

こ と が で き る 設 備 を 設 け た 便 房 を 一 以 上 設 け 、 当 該

便 房 及 び 便 所 の 出 入 口 に は 、 そ の 旨 の 表 示 を 行 う こ

と 。  

 

 

 

⑷ 便 所 内 に 、 ベ ビ ー ベ ッ ド そ の 他 の 乳 幼 児 の お む つ 交

換 が で き る 設 備 を 設 け 、 当 該 便 所 の 出 入 口 に は 、 そ



及 び 女 子 用 の 区 別 を 設 け る 場 合 に あ っ て は 、 そ れ ぞ れ 一

以 上 ） に は 、 ベ ビ ー ベ ッ ド そ の 他 の 乳 幼 児 の お む つ 交 換

が で き る 設 備 を 設 け 、 当 該 便 所 の 出 入 口 に は 、 そ の 旨 の

表 示 を 行 わ な け れ ば な ら な い （ 他 に お む つ 交 換 が で き る

場 所 を 設 け る 場 合 を 除 く 。 ） 。 
㈦ ㈡ か ら ㈥ ま で に 定 め る も の の ほ か 、 ㈠ の 規 定 に よ り 設

け る ㈠ に 規 定 す る 便 所 の う ち 一 以 上 （ 当 該 便 所 に 男 子 用

及 び 女 子 用 の 区 別 を 設 け る 場 合 に あ っ て は 、 そ れ ぞ れ 一

以 上 ） は 、 次 に 掲 げ る 構 造 と し な け れ ば な ら な い 。 

⑴ 床 面 に は 、 段 差 を 設 け な い こ と 。 

⑵ 大 便 器 は 、 一 以 上 を 腰 掛 式 と す る こ と 。 

⑶ 腰 掛 式 と し た 大 便 器 の 一 以 上 に 、 手 す り を 設 け る こ

と 。 

㈧ ㈡ か ら ㈦ ま で に 定 め る も の の ほ か 、 ㈠ の 規 定 に よ り 設

け る ㈠ に 規 定 す る 便 所 で あ っ て 、 男 子 用 小 便 器 を 設 け る

も の の う ち 一 以 上 に は 、 床 置 式 の 小 便 器 、 壁 掛 式 の 小 便

器 （ 受 け 口 の 高 さ が 三 十 五 セ ン チ メ ー ト ル 以 下 の も の に

限 る 。 ） そ の 他 こ れ ら に 類 す る 小 便 器 を 一 以 上 設 け 、 当

該 小 便 器 に 手 す り を 設 け な け れ ば な ら な い 。 

 

九 及 び 十  （ 現 行 の と お り ） 

十 一  観 覧

席 ・ 客 席  

不 特 定 若 し く は 多 数 の 者 が 利 用 し 、 又 は 主 と し て 高 齢

者 、 障 害 者 等 が 利 用 す る 観 覧 席 又 は 客 席 は 、 次 に 掲 げ る も

の で な け れ ば な ら な い 。 

の 旨 の 表 示 を 行 う こ と （ 他 に お む つ 交 換 が で き る 場

所 を 設 け る 場 合 を 除 く 。 ） 。  

 

 

 

㈢ 不 特 定 若 し く は 多 数 の 者 が 利 用 し 、 又 は 主 と し て 高 齢

者 、 障 害 者 等 が 利 用 す る 一 般 便 所 を 設 け る 場 合 に は 、

そ の う ち 一 以 上 （ 男 子 用 及 び 女 子 用 の 区 別 が あ る と き

は 、 そ れ ぞ れ 一 以 上 ） は 、 次 に 掲 げ る 構 造 と す る こ と 。 

⑴ 床 面 に は 、 段 差 を 設 け な い こ と 。  

⑵ 大 便 器 は 、 一 以 上 を 腰 掛 式 と す る こ と 。  

⑶ 腰 掛 式 と し た 大 便 器 の 一 以 上 に 、 手 す り を 設 け る こ

と 。  

㈣ 不 特 定 若 し く は 多 数 の 者 が 利 用 し 、 又 は 主 と し て 高 齢

者 、 障 害 者 等 が 利 用 す る 男 子 用 小 便 器 の あ る 便 所 を 設

け る 場 合 に は 、 そ の う ち 一 以 上 に 、 床 置 式 の 小 便 器 、

壁 掛 式 の 小 便 器 （ 受 け 口 の 高 さ が 三 十 五 セ ン チ メ ー ト

ル 以 下 の も の に 限 る 。 ） そ の 他 こ れ ら に 類 す る 小 便 器 を

一 以 上 設 け 、 当 該 小 便 器 に 手 す り を 設 け な け れ ば な ら

な い 。  

九 及 び 十  （ 略 ）  

十 一  観 覧

席 ・ 客 席  

不 特 定 若 し く は 多 数 の 者 が 利 用 し 、 又 は 主 と し て 高 齢

者 、 障 害 者 等 が 利 用 す る 観 覧 席 又 は 客 席 を 設 け る 場 合 に

は 、 次 に 掲 げ る 構 造 と す る こ と 。 



㈠ 車 椅 子 の 転 回 に 支 障 が な い こ と そ の 他 の 車 椅 子 使 用

者 が 円 滑 に 利 用 す る こ と が で き る も の と し て ⑴ に 掲 げ

る 区 分 に 応 じ 、 当 該 区 分 に 定 め る 数 以 上 の ⑵ に 掲 げ る 基

準 に 適 合 す る 場 所 を 設 け な け れ ば な ら な い 。 

 

 

 

 

⑴ 車 椅 子 使 用 者 が 円 滑 に 利 用 す る こ と が で き る 場 所

の 数 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。 

 ア 当 該 観 覧 席 又 は 客 席 に 設 け る 座 席 の 数 が 百 以 下

の 場 合 二 

イ 当 該 観 覧 席 又 は 客 席 に 設 け る 座 席 の 数 が 百 を 超

え 、 二 百 以 下 の 場 合 当 該 座 席 の 数 に 五 十 分 の 一 を

乗 じ て 得 た 数 （ そ の 数 に 一 未 満 の 端 数 が あ る と き

は 、 そ の 端 数 を 切 り 上 げ た 数 ） 

ウ 当 該 観 覧 席 又 は 客 席 に 設 け る 座 席 の 数 が 二 百 を

超 え る 場 合 当 該 座 席 の 数 に 百 分 の 一 を 乗 じ て 得

た 数 （ そ の 数 に 一 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端

数 を 切 り 上 げ た 数 ） に 二 を 加 え た 数 

⑵ 車 椅 子 使 用 者 が 円 滑 に 利 用 す る こ と が で き る 場 所

の 基 準 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。 

ア 幅 は 、 九 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 と す る こ と 。 

イ 奥 行 き は 、 百 三 十 五 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 と す る こ

と 。 

㈠  車 い す 使 用 者 の た め の 観 覧 席 又 は 客 席 を 出 入 口 か ら

容 易 に 到 達 で き 、 か つ サ イ ト ラ イ ン （ 可 視 線 ） に 配 慮 し

た 位 置 に 、 当 該 観 覧 席 又 は 客 席 の 全 席 数 が 二 百 席 以 下 の

場 合 は 当 該 席 数 に 五 十 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 数 （ 一 未 満 の

端 数 が 生 じ た と き は 、 こ れ を 切 り 上 げ て 得 た 数 ） 以 上 、

全 席 数 が 二 百 席 を 超 え る 場 合 は 当 該 席 数 に 百 分 の 一 を

乗 じ て 得 た 数 （ 一 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は 、 こ れ を 切

り 上 げ て 得 た 数 ） に 二 を 加 え た 数 以 上 設 け る こ と 。 

 ⑴ 及 び ⑵ （ 新 設 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ウ 床 は 平 ら と す る こ と 。 

エ 車 椅 子 使 用 者 の サ イ ト ラ イ ン （ 可 視 線 ） に 配 慮 し

た 位 置 に 設 け る こ と 。 

オ 同 伴 者 用 の 座 席 又 は ス ペ ー ス を 車 椅 子 使 用 者 が

円 滑 に 利 用 す る こ と が で き る 場 所 に 隣 接 し て 設 け

る こ と 。 
㈡ 車 椅 子 使 用 者 が 円 滑 に 利 用 す る こ と が で き る 場 所 は 、

観 覧 席 又 は 客 席 に 設 け る 座 席 の 数 が 二 百 を 超 え る 場 合

に は 、 二 箇 所 以 上 に 分 散 し て 設 け な け れ ば な ら な い 。 

㈢ 集 団 補 聴 設 備 そ の 他 の 高 齢 者 、 障 害 者 等 の 利 用 に 配 慮

し た 設 備 を 設 け る こ と 。 

十 二  （ 現 行 の と お り ） 

十 三 駐 車 場  ㈠ 不 特 定 若 し く は 多 数 の 者 が 利 用 し 、 又 は 主 と し て 高 齢

者 、 障 害 者 等 が 利 用 す る 駐 車 場 に は 、 当 該 駐 車 場 に 設 け

る 駐 車 施 設 の 数 （ 当 該 駐 車 場 を 二 以 上 設 け る 場 合 に あ っ

て は 、 当 該 駐 車 場 に 設 け る 駐 車 施 設 の 総 数 ） に 五 十 分 の

一 を 乗 じ て 得 た 数 （ そ の 数 に 一 未 満 の 端 数 が あ る と き

は 、 そ の 端 数 を 切 り 上 げ た 数 ） 以 上 の 車 椅 子 使 用 者 用 駐

車 施 設 を 設 け な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 車 椅 子 使 用 者

が 、 当 該 駐 車 場 を 利 用 す る 上 で 支 障 が な い も の と し て 次

に 掲 げ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 

 ⑴ 不 特 定 若 し く は 多 数 の 者 が 利 用 し 、 又 は 主 と し て 高

齢 者 、 障 害 者 等 が 利 用 す る 駐 車 場 が 昇 降 機 そ の 他 の 機

械 装 置 に よ り 自 動 車 を 駐 車 さ せ る 構 造 の も の で あ り 、

 

 

 

 

 

 

（ 新 設 ） 

 

 

㈡ 集 団 補 聴 設 備 そ の 他 の 高 齢 者 、 障 害 者 等 の 利 用 に 配 慮

し た 設 備 を 設 け る こ と 。 

十 二  （ 略 ） 

十 三 駐 車 場  ㈠ 不 特 定 若 し く は 多 数 の 者 が 利 用 し 、 又 は 主 と し て 高 齢

者 、 障 害 者 等 が 利 用 す る 駐 車 場 を 設 け る 場 合 に は 、 当 該

駐 車 場 の 全 駐 車 台 数 が 二 百 以 下 の 場 合 は 当 該 駐 車 台 数

に 五 十 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 数 （ 一 未 満 の 端 数 が 生 じ た と

き は 、 こ れ を 切 り 上 げ て 得 た 数 ） 以 上 、 全 駐 車 台 数 が 二

百 を 超 え る 場 合 は 当 該 駐 車 台 数 に 百 分 の 一 を 乗 じ て 得

た 数 （ 一 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は 、 こ れ を 切 り 上 げ て

得 た 数 ） に 二 を 加 え た 数 以 上 の 、 車 い す 使 用 者 用 駐 車 施

設 を 設 け な け れ ば な ら な い 。 

 ⑴ 及 び ⑵ （ 新 設 ） 

 

 



か つ 、 そ の 出 入 口 の 部 分 に 車 椅 子 使 用 者 が 円 滑 に 自 動

車 に 乗 降 す る こ と が 可 能 な 場 所 が 一 以 上 設 け ら れ て

い る 場 合 

⑵ ⑴ に 規 定 す る 駐 車 場 及 び ⑴ に 規 定 す る 駐 車 場 以 外

の 不 特 定 若 し く は 多 数 の 者 が 利 用 し 、 又 は 主 と し て 高

齢 者 、 障 害 者 等 が 利 用 す る 駐 車 場 を 設 け る 場 合 で あ っ

て 、 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る 場 合 
ア 当 該 ⑴ に 規 定 す る 駐 車 場 の 出 入 口 の 部 分 に 車 椅

子 使 用 者 が 円 滑 に 自 動 車 に 乗 降 す る こ と が 可 能 な

場 所 が 一 以 上 設 け ら れ て い る こ と 。 

イ 当 該 ⑴ に 規 定 す る 駐 車 場 に 設 け る 駐 車 施 設 の 数

（ 当 該 ⑴ に 規 定 す る 駐 車 場 を 二 以 上 設 け る 場 合 に

あ っ て は 、 当 該 ⑴ に 規 定 す る 駐 車 場 に 設 け る 駐 車 施

設 の 総 数 。 以 下 こ の イ に お い て 同 じ 。 ） 及 び 当 該 ⑴

に 規 定 す る 駐 車 場 以 外 の 不 特 定 若 し く は 多 数 の 者

が 利 用 し 、 又 は 主 と し て 高 齢 者 、 障 害 者 等 が 利 用 す

る 駐 車 場 に 設 け る 車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施 設 の 数 （ 当

該 駐 車 場 を 二 以 上 設 け る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 駐 車

場 に 設 け る 車 椅 子 使 用 者 駐 車 施 設 の 総 数 ） の 合 計 数

が 、 当 該 ⑴ に 規 定 す る 駐 車 場 に 設 け る 駐 車 施 設 の 数

及 び 当 該 ⑴ に 規 定 す る 駐 車 場 以 外 の 不 特 定 若 し く

は 多 数 の 者 が 利 用 し 、 又 は 主 と し て 高 齢 者 、 障 害 者

等 が 利 用 す る 駐 車 場 に 設 け る 駐 車 施 設 の 数 （ 当 該 駐

車 場 を 二 以 上 設 け る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 駐 車 場 に

設 け る 駐 車 施 設 の 総 数 ） の 合 計 数 に 五 十 分 の 一 を 乗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



じ て 得 た 数 （ そ の 数 に 一 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、

そ の 端 数 を 切 り 上 げ た 数 ） 以 上 で あ る こ と 。 

㈡ 車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施 設 は 、 次 に 掲 げ る も の で な け れ

ば な ら な い 。 

⑴ 幅 は 、 三 百 五 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 と す る こ と 。 

⑵ 当 該 車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施 設 か ら 利 用 居 室 等 （ 当 該

建 築 物 に 利 用 居 室 等 が 設 け ら れ て い な い と き は 、 道

等 。 ㈢ に お い て 同 じ 。 ） ま で の 経 路 の 長 さ が で き る だ

け 短 く な る 位 置 に 設 け る こ と 。 

㈢ 不 特 定 若 し く は 多 数 の 者 が 利 用 し 、 又 は 主 と し て 高 齢

者 、 障 害 者 等 が 利 用 す る 駐 車 場 に 車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施

設 を 設 け る 場 合 に は 、 当 該 車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施 設 又 は

そ の 付 近 に 、 当 該 車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施 設 か ら 利 用 居 室

等 ま で の 経 路 に つ い て の 誘 導 表 示 を 設 け な け れ ば な ら

な い 。 

十 四 か ら 十 七

ま で  

（ 現 行 の と お り ） 

 

別 表 第 四 建 築 物 （ 共 同 住 宅 等 ） に 関 す る 整 備 基 準 （ 都 市 施 設 ） （ 第 五 条 関 係 ） 

整 備 項 目  整  備  基  準  

一  特 定 経 路

等  

㈠ （ 現 行 の と お り ） 

㈡ 共 同 住 宅 等 に 、 不 特 定 若 し く は 多 数 の 者 が 利 用 し 、 又

は 主 と し て 高 齢 者 、 障 害 者 等 が 利 用 す る 居 室 等 、 車 椅 子

使 用 者 用 便 房 又 は 車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施 設 を 設 け る 場

 

 

㈡ 車 い す 使 用 者 用 駐 車 施 設 は 、 次 に 掲 げ る も の で な け れ

ば な ら な い 。 

⑴ 幅 は 、 三 百 五 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 と す る こ と 。 

⑵ 当 該 車 い す 使 用 者 用 駐 車 施 設 か ら 利 用 居 室 等 （ 当 該

建 築 物 に 利 用 居 室 等 が 設 け ら れ て い な い と き は 、 道

等 。 ㈢ に お い て 同 じ 。 ） ま で の 経 路 の 長 さ が で き る だ

け 短 く な る 位 置 に 設 け る こ と 。 

㈢ 不 特 定 若 し く は 多 数 の 者 が 利 用 し 、 又 は 主 と し て 高 齢

者 、 障 害 者 等 が 利 用 す る 駐 車 場 に 車 い す 使 用 者 用 駐 車 施

設 を 設 け る 場 合 に は 、 当 該 車 い す 使 用 者 用 駐 車 施 設 又 は

そ の 付 近 に 、 当 該 車 い す 使 用 者 用 駐 車 施 設 か ら 利 用 居 室

等 ま で の 経 路 に つ い て の 誘 導 表 示 を 設 け な け れ ば な ら

な い 。 

十 四 か ら 十 七

ま で  

（ 略 ） 

 

別 表 第 四 建 築 物 （ 共 同 住 宅 等 ） に 関 す る 整 備 基 準 （ 都 市 施 設 ） （ 第 五 条 関 係 ） 

整 備 項 目  整  備  基  準  

一  特 定 経 路

等  

㈠ （ 略 ） 

㈡ 共 同 住 宅 等 に 、 不 特 定 若 し く は 多 数 の 者 が 利 用 し 、 又

は 主 と し て 高 齢 者 、 障 害 者 等 が 利 用 す る 居 室 等 、 八 の 項

㈡ ⑴ に 掲 げ る 構 造 の 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 又 は 車 椅 子 使



合 に お い て は 、 別 表 第 三 の う ち 移 動 等 円 滑 化 経 路 等 に 係

る 規 定 を 適 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 表 の う ち 移 動

等 円 滑 化 経 路 等 に 係 る 規 定 の 適 用 を 受 け た 特 定 経 路 等

と な る べ き 経 路 又 は そ の 一 部 に つ い て は 、 こ の 表 の 規 定

は 適 用 し な い 。 
㈢ （ 現 行 の と お り ） 

二 か ら 七 ま で  （ 現 行 の と お り ） 

八 便 所  ㈠ 多 数 の 者 が 利 用 す る 便 所 は 、 次 に 掲 げ る も の で な け れ

ば な ら な い 。 

⑴ 多 数 の 者 が 利 用 す る 便 所 の 数 は 、 多 数 の 者 が 利 用 す

る 階 （ 次 に 掲 げ る 階 を 除 く 。 ） の 階 数 に 相 当 す る 数 以

上 を 設 け る も の で な け れ ば な ら な い 。 

ア 直 接 地 上 へ 通 ず る 出 入 口 の あ る 階 で あ っ て 、 多 数

の 者 が 利 用 す る 便 所 を 一 以 上 設 け る 施 設 が 同 一 敷

地 内 の 当 該 出 入 口 に 近 接 す る 位 置 に あ る も の 

イ 多 数 の 者 が 利 用 す る 部 分 の 床 面 積 が 著 し く 小 さ

い 階 、 多 数 の 者 の 滞 在 時 間 が 短 い 階 そ の 他 の 建 築 物

の 管 理 運 営 上 多 数 の 者 が 利 用 す る 便 所 を 設 け な い

こ と が や む を 得 な い と 認 め ら れ る 階 

⑵ 多 数 の 者 が 利 用 す る 便 所 の 配 置 基 準 は 、 特 定 の 階 に

偏 る こ と な く 設 け る こ と そ の 他 の 多 数 の 者 が 利 用 す

る 上 で 支 障 が な い 位 置 に 設 け る こ と と す る 。 

⑶ 多 数 の 者 が 利 用 す る 便 所 の 床 の 表 面 は 、 粗 面 と し 、

又 は 滑 り に く い 材 料 で 仕 上 げ る こ と 。 

用 者 用 駐 車 施 設 を 設 け る 場 合 に お い て は 、 別 表 第 三 の う

ち 移 動 等 円 滑 化 経 路 等 に 係 る 規 定 を 適 用 す る 。 こ の 場 合

に お い て 、 同 表 の う ち 移 動 等 円 滑 化 経 路 等 に 係 る 規 定 の

適 用 を 受 け た 特 定 経 路 等 と な る べ き 経 路 又 は そ の 一 部

に つ い て は 、 こ の 表 の 規 定 は 適 用 し な い 。 

㈢ （ 略 ）  

二 か ら 七 ま で  （ 略 ）  

八 便 所  ㈠ 多 数 の 者 が 利 用 す る 便 所 を 設 け る 場 合 に は 、 床 の 表 面

を 粗 面 と し 、 又 は 滑 り に く い 材 料 で 仕 上 げ る こ と 。  

 ⑴ か ら ⑶ ま で （ 新 設 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



㈡ 多 数 の 者 が 利 用 す る 便 所 を 設 け る 場 合 に は 、 当 該 便 所

の う ち 一 以 上 に 、 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 を 一 以 上 （ 当 該 車

椅 子 使 用 者 用 便 房 に 男 子 用 及 び 女 子 用 の 区 別 を 設 け る

場 合 に あ っ て は 、 そ れ ぞ れ 一 以 上 ） 設 け な け れ ば な ら な

い 。 
㈢ ㈠ の 規 定 に よ り 多 数 の 者 が 利 用 す る 便 所 を 設 け る 階

（ 以 下 こ の 項 に お い て 「 便 所 設 置 階 」 と い う 。 ） に お い

て は 、 当 該 便 所 の う ち 一 以 上 （ 次 に 掲 げ る ⑴ の 場 合 に あ

っ て は 、 ⑴ に 定 め る 数 以 上 ） に 、 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 を

一 以 上 （ 当 該 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 に 男 子 用 及 び 女 子 用 の

区 別 を 設 け る 場 合 に あ っ て は 、 そ れ ぞ れ 一 以 上 ） 設 け な

け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 車 椅 子 使 用 者 が 車 椅 子 使 用 者

用 便 房 を 利 用 す る 上 で 支 障 が な い も の と し て 次 に 掲 げ

る ⑵ の 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 

⑴ 当 該 階 の 床 面 積 が 一 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え る 場 合

に あ っ て は 、 当 該 床 面 積 の 区 分 に 応 じ 、 次 の ア 又 は イ

に 定 め る 数 。 た だ し 、 当 該 数 が 便 所 設 置 階 に 設 け る 多

数 の 者 が 利 用 す る 便 所 （ 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 の み を 設

け る も の を 除 く 。 ） の 数 を 超 え る 場 合 に あ っ て は 、 当

該 多 数 の 者 が 利 用 す る 便 所 の 数 と す る 。 

ア 便 所 設 置 階 の 床 面 積 が 一 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え 、

四 万 平 方 メ ー ト ル 以 下 の 場 合 二  

イ 便 所 設 置 階 の 床 面 積 が 四 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え

る 場 合 当 該 床 面 積 に 相 当 す る 数 に 二 万 分 の 一 を

乗 じ て 得 た 数 （ そ の 数 に 一 未 満 の 端 数 が あ る と き

㈡ ㈠ の 便 所 の う ち 一 以 上 （ 男 子 用 及 び 女 子 用 の 区 別 が あ

る と き は 、 そ れ ぞ れ 一 以 上 ） は 、 次 に 掲 げ る も の と す る

こ と 。  

 

 

（ 新 設 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 及 び ⑵ （ 新 設 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



は 、 そ の 端 数 を 切 り 上 げ た 数 ） 

⑵ 車 椅 子 使 用 者 が 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 を 利 用 す る 上

で 支 障 が な い も の は 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る も の と

す る 。 

ア 便 所 設 置 階 が 直 接 地 上 へ 通 ず る 出 入 口 の あ る 階

で あ り 、 か つ 、 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 を 一 以 上 （ 当 該

車 椅 子 使 用 者 用 便 房 に 男 子 用 及 び 女 子 用 の 区 別 を

設 け る 場 合 に あ っ て は 、 そ れ ぞ れ 一 以 上 ） 設 け る 施

設 が 同 一 敷 地 内 の 当 該 出 入 口 に 近 接 す る 位 置 に あ

る 場 合 

イ 便 所 設 置 階 の 多 数 の 者 が 利 用 す る 便 所 に 設 け る

べ き 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 の 全 部 又 は 一 部 を 、 当 該 便

所 設 置 階 以 外 の 便 所 設 置 階 の 多 数 の 者 が 利 用 す る

便 所 に 設 け る 場 合 

ウ 次 の 又 は に 掲 げ る 便 所 設 置 階 の 区 分 に 応 じ 、

当 該 又 は に 定 め る 場 合 

 男 子 用 の 多 数 の 者 が 利 用 す る 便 所 の み を 設 け

る 便 所 設 置 階 当 該 多 数 の 者 が 利 用 す る 便 所 の

う ち 一 以 上 （ 当 該 便 所 設 置 階 の 床 面 積 が 一 万 平

方 メ ー ト ル を 超 え る 場 合 に あ っ て は 、 ㈢ ⑴ に 掲

げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 区 分 に 定

め る 数 以 上 ） に 、 男 子 用 の 車 椅 子 使 用 者 用 便 房

を 一 以 上 設 け る 場 合 

 女 子 用 の 多 数 の 者 が 利 用 す る 便 所 の み を 設 け

る 便 所 設 置 階 当 該 多 数 の 者 が 利 用 す る 便 所 の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



う ち 一 以 上 （ 当 該 便 所 設 置 階 の 床 面 積 が 一 万 平

方 メ ー ト ル を 超 え る 場 合 に あ っ て は 、 ㈢ ⑴ に 掲

げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 区 分 に 定

め る 数 以 上 ） に 、 女 子 用 の 車 椅 子 使 用 者 用 便 房

を 一 以 上 設 け る 場 合 

エ 床 面 積 が 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の 便 所 設 置 階 を 有

す る 建 築 物 に 、 床 面 積 が 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の 階 の

床 面 積 の 合 計 に 千 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 数 （ そ の 数 に

一 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た

数 ） （ 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の 便 所 設 置 階 （ 車 椅 子 使

用 者 用 便 房 の み を 設 け る 多 数 の 者 が 利 用 す る 便 所

の み を 設 け る も の を 除 く 。 ） の 階 数 に 相 当 す る 数 を

超 え る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 階 数 に 相 当 す る 数 ） に

㈢ 本 文 の 規 定 に よ り 床 面 積 が 千 平 方 メ ー ト ル 以 上

の 便 所 設 置 階 に 設 け る べ き 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 の

数 を 加 え た 数 （ ⑵ に 規 定 す る 施 設 が ⑵ に 規 定 す

る 位 置 に あ る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 数 か ら 当 該 施 設

に 設 け る 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 （ 当 該 車 椅 子 使 用 者 用

便 房 に 男 子 用 及 び 女 子 用 の 区 別 を 設 け る 場 合 に あ

っ て は 、 そ れ ぞ れ の 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 ） の 数 を 差

し 引 い た 数 ） 以 上 の 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 （ 当 該 車 椅

子 使 用 者 用 便 房 （ 男 子 用 の 多 数 の 者 が 利 用 す る 便 所

及 び 女 子 用 の 多 数 の 者 が 利 用 す る 便 所 を 設 け る 階

に 設 け る も の に 限 る 。 ） に 男 子 用 及 び 女 子 用 の 区 別

を 設 け る 場 合 に あ っ て は 、 そ れ ぞ れ の 車 椅 子 使 用 者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



用 便 房 ） を 設 け る 場 合 

⑶ 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 は 次 に 掲 げ る 構 造 の も の と す

る 。 

ア 腰 掛 便 座 、 手 す り 等 が 適 切 に 配 置 さ れ て い る こ

と 。 

イ 車 椅 子 使 用 者 が 円 滑 に 利 用 す る こ と が で き る よ

う 十 分 な 空 間 が 確 保 さ れ て い る こ と 。 
ウ 一 般 用 の 便 所 に 近 接 し 、 分 か り や す く 利 用 し や す

い 位 置 に 設 け る こ と 。 

エ 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 及 び 便 所 の 出 入 口 に は 、 当 該

車 椅 子 使 用 者 用 便 房 の 設 備 及 び 機 能 を 表 示 す る こ

と 。 

㈣ ㈡ 及 び ㈢ に 定 め る も の の ほ か 、 ㈠ の 規 定 に よ り 設 け る

多 数 の 者 が 利 用 す る 便 所 の う ち 一 以 上 に は 、 高 齢 者 、 障

害 者 等 が 円 滑 に 利 用 す る こ と が で き る 構 造 の 水 洗 器 具

を 設 け た 便 房 を 一 以 上 （ 当 該 便 房 に 男 子 用 及 び 女 子 用 の

区 別 を 設 け る 場 合 に あ っ て は 、 そ れ ぞ れ 一 以 上 ） 設 け な

け れ ば な ら な い 。 

㈤ ㈡ か ら ㈣ ま で に 定 め る も の の ほ か 、 ㈠ の 規 定 に よ り 設

け る 多 数 の 者 が 利 用 す る 便 所 の う ち 一 以 上 （ 当 該 便 所 に

男 子 用 及 び 女 子 用 の 区 別 を 設 け る 場 合 に あ っ て は 、 そ れ

ぞ れ 一 以 上 ） は 、 次 に 掲 げ る 構 造 と し な け れ ば な ら な い 。 

⑴ 床 面 に は 、 段 差 を 設 け な い こ と 。 

⑵ 大 便 器 は 、 一 以 上 を 腰 掛 式 と す る こ と 。 

⑶ 腰 掛 式 と し た 大 便 器 の 一 以 上 に 、 手 す り を 設 け る こ

 

⑴ 便 所 内 に 、 次 に 掲 げ る 構 造 の 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 を

一 以 上 設 け る こ と 。  

ア 腰 掛 便 座 、 手 す り 等 が 適 切 に 配 置 さ れ て い る こ

と 。  

イ 車 椅 子 使 用 者 が 円 滑 に 利 用 す る こ と が で き る よ

う 十 分 な 空 間 が 確 保 さ れ て い る こ と 。  

ウ 一 般 用 の 便 所 に 近 接 し 、 分 か り や す く 利 用 し や す

い 位 置 に 設 け る こ と 。  

エ 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 及 び 便 所 の 出 入 口 に は 、 当 該

車 椅 子 使 用 者 用 便 房 の 設 備 及 び 機 能 を 表 示 す る こ

と 。  

⑵ 便 所 内 に 、 高 齢 者 、 障 害 者 等 が 円 滑 に 利 用 す る こ と

が で き る 構 造 の 水 洗 器 具 を 設 け た 便 房 を 一 以 上 設 け

る こ と 。  

 

 

 

㈢ 多 数 の 者 が 利 用 す る 一 般 便 所 を 設 け る 場 合 に は 、 そ の

う ち 一 以 上 （ 男 子 用 及 び 女 子 用 の 区 別 が あ る と き は 、 そ

れ ぞ れ 一 以 上 ） は 、 次 に 掲 げ る 構 造 と す る こ と 。  

 

⑴ 床 面 に は 、 段 差 を 設 け な い こ と 。  

⑵ 大 便 器 は 、 一 以 上 を 腰 掛 式 と す る こ と 。  

⑶ 腰 掛 式 と し た 大 便 器 の 一 以 上 に 、 手 す り を 設 け る こ



と 。 

㈥ ㈡ か ら ㈤ ま で に 定 め る も の の ほ か 、 ㈠ の 規 定 に よ り 設

け る 多 数 の 者 が 利 用 す る 便 所 で あ っ て 、 男 子 用 小 便 器 を

設 け る も の の う ち 一 以 上 に は 、 床 置 式 の 小 便 器 、 壁 掛 式

の 小 便 器 （ 受 け 口 の 高 さ が 三 十 五 セ ン チ メ ー ト ル 以 下 の

も の に 限 る 。 ） そ の 他 こ れ ら に 類 す る 小 便 器 を 一 以 上 設

け 、 当 該 小 便 器 に 手 す り を 設 け な け れ ば な ら な い 。 

九 及 び 十  （ 現 行 の と お り ） 

十 一 駐 車 場  ㈠ 多 数 の 者 が 利 用 す る 駐 車 場 に は 、 次 に 掲 げ る 場 合 の 区

分 に 応 じ 、 当 該 ⑴ 又 は ⑵ に 定 め る 数 以 上 の 車 椅 子 使 用 者

用 駐 車 施 設 を 設 け な け れ ば な ら な い 。 

⑴ 当 該 駐 車 場 に 設 け る 駐 車 施 設 の 数 （ 当 該 駐 車 場 を 二

以 上 設 け る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 駐 車 場 に 設 け る 駐 車

施 設 の 総 数 。 ⑵ に お い て 同 じ 。 ） が 二 百 以 下 の 場 合 当

該 駐 車 施 設 の 数 に 五 十 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 数 （ そ の 数

に 一 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 上 げ た

数 ） 

⑵ 当 該 駐 車 場 に 設 け る 駐 車 施 設 の 数 が 二 百 を 超 え る

場 合 当 該 駐 車 施 設 の 数 に 百 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 数

（ そ の 数 に 一 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切

り 上 げ た 数 ） に 二 を 加 え た 数 

㈡ ㈠ の 規 定 は 、 車 椅 子 使 用 者 が 駐 車 場 を 利 用 す る 上 で 支

障 が な い も の と し て 次 に 掲 げ る 場 合 は 、 適 用 し な い 。 

⑴ 多 数 の 者 が 利 用 す る 駐 車 場 が 昇 降 機 そ の 他 の 機 械

と 。  

㈣ 多 数 の 者 が 利 用 す る 男 子 用 小 便 器 の あ る 便 所 を 設 け

る 場 合 に は 、 そ の う ち 一 以 上 に 、 床 置 式 の 小 便 器 、 壁 掛

式 の 小 便 器 （ 受 け 口 の 高 さ が 三 十 五 セ ン チ メ ー ト ル 以 下

の も の に 限 る 。 ） そ の 他 こ れ ら に 類 す る 小 便 器 を 一 以 上

設 け 、 当 該 小 便 器 に 手 す り を 設 け な け れ ば な ら な い 。  

 

九 及 び 十  （ 略 ）  

十 一 駐 車 場  ㈠ 多 数 の 者 が 利 用 す る 駐 車 場 を 設 け る 場 合 に は 、 そ の う

ち 一 以 上 に 、 車 い す 使 用 者 用 駐 車 施 設 を 一 以 上 設 け な け

れ ば な ら な い 。  

 ⑴ 及 び ⑵ （ 新 設 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 新 設 ）  

 

 



装 置 に よ り 自 動 車 を 駐 車 さ せ る 構 造 の も の （ 以 下 「 多

数 利 用 機 械 式 駐 車 場 」 と い う 。 ） で あ り 、 か つ 、 そ の

出 入 口 の 部 分 に 車 椅 子 使 用 者 が 円 滑 に 自 動 車 に 乗 降

す る こ と が 可 能 な 場 所 が 一 以 上 設 け ら れ て い る 場 合 

⑵ 多 数 利 用 機 械 式 駐 車 場 及 び 当 該 多 数 利 用 機 械 式 駐

車 場 以 外 の 多 数 の 者 が 利 用 す る 駐 車 場 を 設 け る 場 合

で あ っ て 、 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る 場 合 
ア 当 該 多 数 利 用 機 械 式 駐 車 場 の 出 入 口 の 部 分 に 車

椅 子 使 用 者 が 円 滑 に 自 動 車 に 乗 降 す る こ と が 可 能

な 場 所 が 一 以 上 設 け ら れ て い る こ と 。 

イ 当 該 多 数 利 用 機 械 式 駐 車 場 に 設 け る 駐 車 施 設 の

数 （ 当 該 多 数 利 用 機 械 式 駐 車 場 を 二 以 上 設 け る 場 合

に あ っ て は 、 当 該 多 数 利 用 機 械 式 駐 車 場 に 設 け る 駐

車 施 設 の 総 数 ） 及 び 当 該 多 数 の 者 が 利 用 す る 駐 車 場

に 設 け る 車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施 設 の 数 （ 当 該 多 数 の

者 が 利 用 す る 駐 車 場 を 二 以 上 設 け る 場 合 に あ っ て

は 、 当 該 多 数 の 者 が 利 用 す る 駐 車 場 に 設 け る 車 椅 子

使 用 者 用 駐 車 施 設 の 総 数 ） の 合 計 数 が ㈠ に 掲 げ る 場

合 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 区 分 に 定 め る 数 以 上

で あ る こ と 。 

 ⑶ 改 修 を 行 う 場 合 で あ っ て 、 次 の ア 又 は イ に 掲 げ る 場

合 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 ア 又 は イ に 定 め る 数 以 上 の 車 椅

子 使 用 者 用 駐 車 施 設 を 多 数 の 者 が 利 用 す る 駐 車 場 に

設 け る 場 合 

  ア 当 該 改 修 に 係 る 部 分 に 多 数 の 者 が 利 用 す る 駐 車

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



場 を 設 け る 場 合 次 の 又 は に 掲 げ る 場 合 の 区

分 に 応 じ 、 当 該 又 は に 定 め る 数 

    当 該 改 修 に 係 る 部 分 に 設 け る 多 数 の 者 が 利 用

す る 駐 車 場 に 設 け る 駐 車 施 設 の 数 （ 当 該 改 修 に 係

る 部 分 に 多 数 の 者 が 利 用 す る 駐 車 場 を 二 以 上 設

け る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 多 数 の 者 が 利 用 す る 駐

車 場 に 設 け る 駐 車 施 設 の 総 数 。 以 下 こ の 及 び

に お い て 同 じ 。 ） が 二 百 以 下 の 場 合 当 該 駐 車 施

設 の 数 に 五 十 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 数 （ そ の 数 に 一

未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 上 げ た

数 ） 

    当 該 改 修 に 係 る 部 分 に 設 け る 多 数 の 者 が 利 用

す る 駐 車 場 に 設 け る 駐 車 施 設 の 数 が 二 百 を 超 え

る 場 合 当 該 駐 車 施 設 の 数 に 百 分 の 一 を 乗 じ て

得 た 数 （ そ の 数 に 一 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ

の 端 数 を 切 り 上 げ た 数 ） に 二 を 加 え た 数 

  イ 当 該 改 修 に 係 る 部 分 に 多 数 の 者 が 利 用 す る 駐 車

場 を 設 け な い 場 合 一 

㈢ 車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施 設 は 、 次 に 掲 げ る も の で な け れ

ば な ら な い 。 

⑴ 幅 は 、 三 百 五 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 と す る こ と 。 

⑵ 当 該 車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施 設 か ら 多 数 の 者 が 利 用

す る 居 室 等 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 利 用 居 室 等 」 と い

う 。 当 該 建 築 物 に 利 用 居 室 等 が 設 け ら れ て い な い と き

は 、 道 等 。 ㈣ に お い て 同 じ 。 ） ま で の 経 路 の 長 さ が で

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㈡ 車 い す 使 用 者 用 駐 車 施 設 は 、 次 に 掲 げ る も の で な け れ

ば な ら な い 。  

⑴ 幅 は 、 三 百 五 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 と す る こ と 。  

⑵ 当 該 車 い す 使 用 者 用 駐 車 施 設 か ら 利 用 居 室 等 （ 当 該

建 築 物 に 利 用 居 室 等 が 設 け ら れ て い な い と き は 、 道

等 。 ㈢ に お い て 同 じ 。 ） ま で の 経 路 の 長 さ が で き る だ

け 短 く な る 位 置 に 設 け る こ と 。  



き る だ け 短 く な る 位 置 に 設 け る こ と 。 

㈣ 多 数 の 者 が 利 用 す る 駐 車 場 に 車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施

設 を 設 け る 場 合 に は 、 当 該 車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施 設 又 は

そ の 付 近 に 、 当 該 車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施 設 か ら 利 用 居 室

等 ま で の 経 路 に つ い て の 誘 導 表 示 を 設 け な け れ ば な ら

な い 。 

十 二 か ら 十 五

ま で  

（ 現 行 の と お り ） 

 

別 表 第 五 建 築 物 （ 共 同 住 宅 等 を 除 く 。 ） に 関 す る 遵 守 基 準 （ 特 定 都 市 施 設 ） （ 第

五 条 関 係 ）  

整 備 項 目  遵 守 基 準 と す べ き 事 項  

一  移 動 等 円

滑 化 経 路 等  

㈠ 次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 経 路 の う ち

一 以 上 （ ⑷ に 掲 げ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 全 て ） を 移 動

等 円 滑 化 経 路 等 に し な け れ ば な ら な い 。 

⑴ 建 築 物 に 、 不 特 定 か つ 多 数 の 者 が 利 用 し 、 又 は 主 と

し て 高 齢 者 、 障 害 者 等 が 利 用 す る 居 室 （ 以 下 こ の 表 に

お い て 「 利 用 居 室 」 と い う 。 ） を 設 け る 場 合 道 等 か

ら 当 該 利 用 居 室 ま で の 経 路 （ 当 該 利 用 居 室 が 観 覧 席 又

は 客 席 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 車 椅 子 使 用 者 用 経 路 を

含 み 、 幼 稚 園 、 保 育 所 及 び 母 子 生 活 支 援 施 設 並 び に 理

髪 店 、 ク リ ー ニ ン グ 取 次 店 、 質 屋 及 び 貸 衣 装 屋 そ の 他

こ れ ら に 類 す る サ ー ビ ス 業 を 営 む 店 舗 に つ い て は 、 直

接 地 上 へ 通 ず る 出 入 口 の あ る 階 （ 以 下 「 地 上 階 」 と い

 

㈢ 多 数 の 者 が 利 用 す る 駐 車 場 に 車 い す 使 用 者 用 駐 車 施

設 を 設 け る 場 合 に は 、 当 該 車 い す 使 用 者 用 駐 車 施 設 又 は

そ の 付 近 に 、 当 該 車 い す 使 用 者 用 駐 車 施 設 か ら 利 用 居 室

等 ま で の 経 路 に つ い て の 誘 導 表 示 を 設 け な け れ ば な ら

な い 。  

十 二 か ら 十 五

ま で  

（ 略 ）  

 

別 表 第 五 建 築 物 （ 共 同 住 宅 等 を 除 く 。 ） に 関 す る 遵 守 基 準 （ 特 定 都 市 施 設 ） （ 第

五 条 関 係 ）  

整 備 項 目  遵 守 基 準 と す べ き 事 項  

一  移 動 等 円

滑 化 経 路 等  

㈠ 次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 経 路 の う ち

一 以 上 （ ⑷ に 掲 げ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の す べ て ） を 移

動 等 円 滑 化 経 路 等 に し な け れ ば な ら な い 。  

⑴ 建 築 物 に 、 不 特 定 か つ 多 数 の 者 が 利 用 し 、 又 は 主 と

し て 高 齢 者 、 障 害 者 等 が 利 用 す る 居 室 （ 以 下 こ の 表 に

お い て 「 利 用 居 室 」 と い う 。 ） を 設 け る 場 合 道 等 か

ら 当 該 利 用 居 室 ま で の 経 路 （ 幼 稚 園 、 保 育 所 及 び 母 子

生 活 支 援 施 設 並 び に 理 髪 店 、 ク リ ー ニ ン グ 取 次 店 、 質

屋 及 び 貸 衣 装 屋 そ の 他 こ れ ら に 類 す る サ ー ビ ス 業 を

営 む 店 舗 に つ い て は 、 直 接 地 上 へ 通 ず る 出 入 口 の あ る

階 （ 以 下 「 地 上 階 」 と い う 。 ） 又 は そ の 直 上 階 若 し く

は 直 下 階 の み に 利 用 居 室 を 設 け る 場 合 に あ っ て は 、 当



う 。 ） 又 は そ の 直 上 階 若 し く は 直 下 階 の み に 利 用 居 室

を 設 け る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 地 上 階 と そ の 直 上 階 又

は 直 下 階 と の 間 の 上 下 の 移 動 に 係 る 部 分 を 除 く 。 ） 

⑵ 建 築 物 又 は そ の 敷 地 に 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 （ 車 椅 子

使 用 者 用 客 室 に 設 け ら れ る も の を 除 く 。 ） を 設 け る 場

合 利 用 居 室 （ 当 該 建 築 物 に 利 用 居 室 が 設 け ら れ て い

な い と き は 、 道 等 。 ⑶ に お い て 同 じ 。 ） か ら 当 該 車 椅

子 使 用 者 用 便 房 ま で の 経 路 （ 当 該 利 用 居 室 が 観 覧 席 又

は 客 席 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 車 椅 子 使 用 者 用 経 路 を

含 む 。 ） 

⑶ 建 築 物 又 は そ の 敷 地 に 車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施 設 を

設 け る 場 合 当 該 車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施 設 か ら 利 用

居 室 ま で の 経 路 （ 当 該 利 用 居 室 が 観 覧 席 又 は 客 席 で あ

る 場 合 に あ っ て は 、 車 椅 子 使 用 者 用 経 路 を 含 む 。 ） 

⑷ （ 現 行 の と お り ） 

㈡ （ 現 行 の と お り ） 

二 か ら 七 ま で  （ 現 行 の と お り ） 

八 便 所  ㈠ 不 特 定 か つ 多 数 の 者 が 利 用 し 、 又 は 主 と し て 高 齢 者 、

障 害 者 等 が 利 用 す る 便 所 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 不 特 定

多 数 利 用 便 所 」 と い う 。 ） は 、 次 に 掲 げ る も の で な け れ

ば な ら な い 。 

⑴ 不 特 定 多 数 利 用 便 所 の 数 は 、 こ れ ら の 者 が 利 用 す る

階 （ 次 に 掲 げ る 階 を 除 く 。 ） の 階 数 に 相 当 す る 数 以 上

を 設 け る も の で な け れ ば な ら な い 。 

該 地 上 階 と そ の 直 上 階 又 は 直 下 階 と の 間 の 上 下 の 移

動 に 係 る 部 分 を 除 く 。 ）  

 

⑵ 建 築 物 又 は そ の 敷 地 に 車 い す 使 用 者 用 便 房 （ 車 い す

使 用 者 用 客 室 に 設 け ら れ る も の を 除 く 。 ） を 設 け る 場

合 利 用 居 室 （ 当 該 建 築 物 に 利 用 居 室 が 設 け ら れ て い

な い と き は 、 道 等 。 ⑶ に お い て 同 じ 。 ） か ら 当 該 車 い

す 使 用 者 用 便 房 ま で の 経 路  

 

 

⑶ 建 築 物 又 は そ の 敷 地 に 車 い す 使 用 者 用 駐 車 施 設 を

設 け る 場 合 当 該 車 い す 使 用 者 用 駐 車 施 設 か ら 利 用

居 室 ま で の 経 路  

 

⑷ （ 略 ）  

㈡ （ 略 ）  

二 か ら 七 ま で  （ 略 ） 

八 便 所  ㈠ 不 特 定 か つ 多 数 の 者 が 利 用 し 、 又 は 主 と し て 高 齢 者 、

障 害 者 等 が 利 用 す る 便 所 を 設 け る 場 合 に は 、 床 の 表 面 を

粗 面 と し 、 又 は 滑 り に く い 材 料 で 仕 上 げ る こ と 。 

 

 ⑴ か ら ⑶ ま で （ 新 設 ） 

 

 



ア 直 接 地 上 へ 通 ず る 出 入 口 の あ る 階 で あ っ て 、 不 特

定 多 数 利 用 便 所 を 一 以 上 設 け る 施 設 が 同 一 敷 地 内

の 当 該 出 入 口 に 近 接 す る 位 置 に あ る も の 

イ 不 特 定 か つ 多 数 の 者 又 は 高 齢 者 、 障 害 者 等 （ 別 表

第 二 一 の 部 及 び 二 の 部 の 都 市 施 設 の う ち 、 高 齢

者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す る 法 律

( 平 成 十 八 年 法 律 第 九 十 一 号) 第 二 条 第 十 九 号 に 定

め る 特 別 特 定 建 築 物 （ 高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の

円 滑 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 平 成 十 八 年 政 令

第 三 百 七 十 九 号 ） 第 五 条 第 一 号 に 定 め る 公 立 小 学 校

等 を 除 く 。 ） そ の 他 こ れ ら に 類 す る 施 設 で な い 施 設

に あ っ て は 多 数 の 者 ） （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 不 特

定 多 数 の 者 等 」 と い う 。 ） が 利 用 す る 部 分 の 床 面 積

が 著 し く 小 さ い 階 、 不 特 定 多 数 の 者 等 の 滞 在 時 間 が

短 い 階 そ の 他 の 建 築 物 の 管 理 運 営 上 不 特 定 多 数 利

用 便 所 を 設 け な い こ と が や む を 得 な い と 認 め ら れ

る 階 

⑵ 不 特 定 多 数 利 用 便 所 の 配 置 基 準 は 、 特 定 の 階 に 偏 る

こ と な く 設 け る こ と そ の 他 の 不 特 定 多 数 の 者 等 が 利

用 す る 上 で 支 障 が な い 位 置 に 設 け る こ と と す る 。 

⑶ 不 特 定 多 数 利 用 便 所 の 床 の 表 面 は 、 粗 面 と し 、 又 は

滑 り に く い 材 料 で 仕 上 げ る こ と 。 

㈡ 不 特 定 多 数 利 用 便 所 を 設 け る 場 合 に は 、 当 該 便 所 の う

ち 一 以 上 に 、 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 を 一 以 上 （ 当 該 車 椅 子

使 用 者 用 便 房 に 男 子 用 及 び 女 子 用 の 区 別 を 設 け る 場 合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㈡ ㈠ の 便 所 の う ち 一 以 上 （ 男 子 用 及 び 女 子 用 の 区 別 が あ

る と き は 、 そ れ ぞ れ 一 以 上 ） は 、 次 に 掲 げ る も の と す る

こ と 。 



に あ っ て は 、 そ れ ぞ れ 一 以 上 ） 設 け な け れ ば な ら な い 。 

㈢ ㈠ の 規 定 に よ り 不 特 定 多 数 利 用 便 所 を 設 け る 階 （ 以 下

こ の 項 に お い て 「 便 所 設 置 階 」 と い う 。 ） に お い て は 、

当 該 便 所 の う ち 一 以 上 （ 次 に 掲 げ る ⑴ の 場 合 に あ っ て

は 、 ⑴ に 定 め る 数 以 上 ） に 、 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 を 一 以

上 （ 当 該 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 に 男 子 用 及 び 女 子 用 の 区 別

を 設 け る 場 合 に あ っ て は 、 そ れ ぞ れ 一 以 上 ） 設 け な け れ

ば な ら な い 。 た だ し 、 車 椅 子 使 用 者 が 車 椅 子 使 用 者 用 便

房 を 利 用 す る 上 で 支 障 が な い も の と し て 次 に 掲 げ る ⑵

の 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 

⑴ 当 該 階 の 床 面 積 が 一 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え る 場 合

に あ っ て は 、 当 該 床 面 積 の 区 分 に 応 じ 、 次 の ア 又 は イ

に 定 め る 数 。 た だ し 、 当 該 数 が 便 所 設 置 階 に 設 け る 不

特 定 多 数 利 用 便 所 （ 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 の み を 設 け る

も の を 除 く 。 ） の 数 を 超 え る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 不

特 定 多 数 利 用 便 所 の 数 と す る 。 

ア 便 所 設 置 階 の 床 面 積 が 一 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え 、

四 万 平 方 メ ー ト ル 以 下 の 場 合 二 

イ 便 所 設 置 階 の 床 面 積 が 四 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え

る 場 合 当 該 床 面 積 に 相 当 す る 数 に 二 万 分 の 一 を

乗 じ て 得 た 数 （ そ の 数 に 一 未 満 の 端 数 が あ る と き

は 、 そ の 端 数 を 切 り 上 げ た 数 ） 

⑵ 車 椅 子 使 用 者 が 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 を 利 用 す る 上

で 支 障 が な い も の は 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る も の と

す る 。 

 

（ 新 設 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 及 び ⑵ （ 新 設 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ア 便 所 設 置 階 が 直 接 地 上 へ 通 ず る 出 入 口 の あ る 階

で あ り 、 か つ 、 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 を 一 以 上 （ 当 該

車 椅 子 使 用 者 用 便 房 に 男 子 用 及 び 女 子 用 の 区 別 を

設 け る 場 合 に あ っ て は 、 そ れ ぞ れ 一 以 上 ） 設 け る 施

設 が 同 一 敷 地 内 の 当 該 出 入 口 に 近 接 す る 位 置 に あ

る 場 合 
イ 便 所 設 置 階 の 不 特 定 多 数 利 用 便 所 に 設 け る べ き

車 椅 子 使 用 者 用 便 房 の 全 部 又 は 一 部 を 、 当 該 便 所 設

置 階 以 外 の 便 所 設 置 階 の 不 特 定 多 数 利 用 便 所 に 設

け る 場 合 

ウ 次 の 又 は に 掲 げ る 便 所 設 置 階 の 区 分 に 応 じ 、

当 該 又 は に 定 め る 場 合 

 男 子 用 の 不 特 定 多 数 利 用 便 所 の み を 設 け る 便

所 設 置 階 当 該 不 特 定 多 数 利 用 便 所 の う ち 一 以

上 （ 当 該 便 所 設 置 階 の 床 面 積 が 一 万 平 方 メ ー ト

ル を 超 え る 場 合 に あ っ て は 、 ㈢ ⑴ に 掲 げ る 場 合

の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 区 分 に 定 め る 数 以

上 ） に 、 男 子 用 の 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 を 一 以 上

設 け る 場 合 

 女 子 用 の 不 特 定 多 数 利 用 便 所 の み を 設 け る 便

所 設 置 階 当 該 不 特 定 多 数 利 用 便 所 の う ち 一 以

上 （ 当 該 便 所 設 置 階 の 床 面 積 が 一 万 平 方 メ ー ト

ル を 超 え る 場 合 に あ っ て は 、 ㈢ ⑴ に 掲 げ る 場 合

の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 区 分 に 定 め る 数 以

上 ） に 、 女 子 用 の 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 を 一 以 上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設 け る 場 合 

エ 床 面 積 が 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の 便 所 設 置 階 を 有

す る 建 築 物 に 、 床 面 積 が 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の 階 の

床 面 積 の 合 計 に 千 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 数 （ そ の 数 に

一 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た

数 ） （ 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の 便 所 設 置 階 （ 車 椅 子 使

用 者 用 便 房 の み を 設 け る 不 特 定 多 数 利 用 便 所 の み

を 設 け る も の を 除 く 。 ） の 階 数 に 相 当 す る 数 を 超 え

る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 階 数 に 相 当 す る 数 ） に ㈢ 本

文 の 規 定 に よ り 床 面 積 が 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 の 便

所 設 置 階 に 設 け る べ き 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 の 数 を

加 え た 数 （ ⑵ に 規 定 す る 施 設 が ⑵ に 規 定 す る 位

置 に あ る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 数 か ら 当 該 施 設 に 設

け る 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 （ 当 該 車 椅 子 使 用 者 用 便 房

に 男 子 用 及 び 女 子 用 の 区 別 を 設 け る 場 合 に あ っ て

は 、 そ れ ぞ れ の 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 ） の 数 を 差 し 引

い た 数 ） 以 上 の 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 （ 当 該 車 椅 子 使

用 者 用 便 房 （ 男 子 用 の 不 特 定 多 数 利 用 便 所 及 び 女 子

用 の 不 特 定 多 数 利 用 便 所 を 設 け る 階 に 設 け る も の

に 限 る 。 ） に 男 子 用 及 び 女 子 用 の 区 別 を 設 け る 場 合

に あ っ て は 、 そ れ ぞ れ の 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 ） を 設

け る 場 合 

⑶ 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 は 次 に 掲 げ る 構 造 の も の と す 

る 。 

ア 腰 掛 便 座 、 手 す り 等 が 適 切 に 配 置 さ れ て い る こ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 便 所 内 に 、 次 に 掲 げ る 構 造 の 車 い す 使 用 者 用 便 房 を

一 以 上 設 け る こ と 。 

ア 腰 掛 便 座 、 手 す り 等 が 適 切 に 配 置 さ れ て い る こ



と 。 

イ 車 椅 子 使 用 者 が 円 滑 に 利 用 す る こ と が で き る よ

う 十 分 な 空 間 が 確 保 さ れ て い る こ と 。 

㈣ ㈡ 及 び ㈢ に 定 め る も の の ほ か 、 ㈠ の 規 定 に よ り 設 け る

不 特 定 多 数 利 用 便 所 の う ち 一 以 上 に は 、 高 齢 者 、 障 害 者

等 が 円 滑 に 利 用 す る こ と が で き る 構 造 の 水 洗 器 具 を 設

け た 便 房 を 一 以 上 （ 当 該 便 房 に 男 子 用 及 び 女 子 用 の 区 別

を 設 け る 場 合 に あ っ て は 、 そ れ ぞ れ 一 以 上 ） 設 け な け れ

ば な ら な い 。 

㈤ ㈡ か ら ㈣ ま で に 定 め る も の の ほ か 、 ㈠ の 規 定 に よ り 設

け る 不 特 定 多 数 利 用 便 所 の う ち 一 以 上 に は 、 ベ ビ ー チ ェ

ア そ の 他 の 乳 幼 児 を 座 ら せ る こ と が で き る 設 備 を 設 け

た 便 房 を 一 以 上 （ 当 該 便 房 に 男 子 用 及 び 女 子 用 の 区 別 を

設 け る 場 合 に あ っ て は 、 そ れ ぞ れ 一 以 上 ） 設 け 、 当 該 便

房 及 び 便 所 の 出 入 口 に は 、 そ の 旨 の 表 示 を 行 わ な け れ ば

な ら な い 。 

㈥ ㈡ か ら ㈤ ま で に 定 め る も の の ほ か 、 ㈠ の 規 定 に よ り 設

け る 不 特 定 多 数 利 用 便 所 の う ち 一 以 上 （ 当 該 便 所 に 男 子

用 及 び 女 子 用 の 区 別 を 設 け る 場 合 に あ っ て は 、 そ れ ぞ れ

一 以 上 ） に は 、 ベ ビ ー ベ ッ ド そ の 他 の 乳 幼 児 の お む つ 交

換 が で き る 設 備 を 設 け 、 当 該 便 所 の 出 入 口 に は 、 そ の 旨

の 表 示 を 行 わ な け れ ば な ら な い （ 他 に お む つ 交 換 が で き

る 場 所 を 設 け る 場 合 を 除 く 。 ） 。 

㈦ ㈡ か ら ㈥ ま で に 定 め る も の の ほ か 、 ㈠ の 規 定 に よ り 設

け る 不 特 定 多 数 利 用 便 所 で あ っ て 、 男 子 用 小 便 器 を 設 け

と 。 

イ 車 い す 使 用 者 が 円 滑 に 利 用 す る こ と が で き る よ

う 十 分 な 空 間 が 確 保 さ れ て い る こ と 。 

⑵ 便 所 内 に 、 高 齢 者 、 障 害 者 等 が 円 滑 に 利 用 す る こ と

が で き る 構 造 の 水 洗 器 具 を 設 け た 便 房 を 一 以 上 設 け

る こ と 。 

 

 

 

⑶ 便 所 内 に 、 ベ ビ ー チ ェ ア そ の 他 の 乳 幼 児 を 座 ら せ る

こ と が で き る 設 備 を 設 け た 便 房 を 一 以 上 設 け 、 当 該 便

房 及 び 便 所 の 出 入 口 に は 、 そ の 旨 の 表 示 を 行 う こ と 。 

 

 

 

 

⑷ 便 所 内 に 、 ベ ビ ー ベ ッ ド そ の 他 の 乳 幼 児 の お む つ 交

換 が で き る 設 備 を 設 け 、 当 該 便 所 の 出 入 口 に は 、 そ の

旨 の 表 示 を 行 う こ と （ 他 に お む つ 交 換 が で き る 場 所 を

設 け る 場 合 を 除 く 。 ） 。 

 

 

 

㈢ 不 特 定 か つ 多 数 の 者 が 利 用 し 、 又 は 主 と し て 高 齢 者 、

障 害 者 等 が 利 用 す る 男 子 用 小 便 器 の あ る 便 所 を 設 け る



る も の の う ち 一 以 上 に は 、 床 置 式 の 小 便 器 、 壁 掛 式 の 小

便 器 （ 受 け 口 の 高 さ が 三 十 五 セ ン チ メ ー ト ル 以 下 の も の

に 限 る 。 ） そ の 他 こ れ ら に 類 す る 小 便 器 を 一 以 上 設 け な

け れ ば な ら な い 。 

九 及 び 十  （ 現 行 の と お り ） 

十 一  観 覧

席 ・ 客 席  

不 特 定 か つ 多 数 の 者 が 利 用 し 、 又 は 主 と し て 高 齢 者 、 障

害 者 等 が 利 用 す る 観 覧 席 又 は 客 席 は 、 次 に 掲 げ る も の で な

け れ ば な ら な い 。 

㈠ ⑴ に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 区 分 に 定 め る 数 以

上 の 車 椅 子 使 用 者 用 部 分 を 設 け な け れ ば な ら な い 。 

 

⑴ 車 椅 子 使 用 者 用 部 分 の 数 は 、 次 に 掲 げ る も の と す

る 。 

ア 当 該 観 覧 席 又 は 客 席 に 設 け る 座 席 の 数 が 四 百 以

下 の 場 合 二 

イ 当 該 観 覧 席 又 は 客 席 に 設 け る 座 席 の 数 が 四 百 を

超 え る 場 合 当 該 座 席 の 数 に 二 百 分 の 一 を 乗 じ て

得 た 数 （ そ の 数 に 一 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の

端 数 を 切 り 上 げ た 数 ） 

⑵ 車 椅 子 使 用 者 用 部 分 の 基 準 は 、 次 に 掲 げ る も の と す

る 。 

ア 幅 は 、 九 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 と す る こ と 。 

イ 奥 行 き は 、 百 三 十 五 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 と す る こ

と 。 

場 合 に は 、 そ の う ち 一 以 上 に 、 床 置 式 の 小 便 器 、 壁 掛 式

の 小 便 器 （ 受 け 口 の 高 さ が 三 十 五 セ ン チ メ ー ト ル 以 下 の

も の に 限 る 。 ） そ の 他 こ れ ら に 類 す る 小 便 器 を 一 以 上 設

け な け れ ば な ら な い 。 

九 及 び 十  （ 略 ） 

十 一  観 覧

席 ・ 客 席  

不 特 定 か つ 多 数 の 者 が 利 用 し 、 又 は 主 と し て 高 齢 者 、 障

害 者 等 が 利 用 す る 観 覧 席 又 は 客 席 を 設 け る 場 合 は 、 次 に 掲

げ る 構 造 と す る こ と 。 

㈠ 車 い す 使 用 者 の た め の 観 覧 席 又 は 客 席 を 出 入 口 か ら

容 易 に 到 達 で き 、 か つ サ イ ト ラ イ ン （ 可 視 線 ） に 配 慮 し

た 位 置 に 設 け る こ と 。 

 ⑴ 及 び ⑵ （ 新 設 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ウ 床 は 平 ら と す る こ と 。 

エ 車 椅 子 使 用 者 の サ イ ト ラ イ ン （ 可 視 線 ） に 配 慮 し

た 位 置 に 設 け る こ と 。 

㈡ 集 団 補 聴 設 備 そ の 他 の 高 齢 者 、 障 害 者 等 の 利 用 に 配

慮 し た 設 備 を 設 け る こ と 。 

十 二  （ 現 行 の と お り ） 

十 三 駐 車 場  ㈠ 不 特 定 か つ 多 数 の 者 が 利 用 し 、 又 は 主 と し て 高 齢 者 、

障 害 者 等 が 利 用 す る 駐 車 場 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 不 特

定 多 数 利 用 駐 車 場 」 と い う 。 ） に は 、 次 に 掲 げ る 場 合 の

区 分 に 応 じ 、 当 該 ⑴ 又 は ⑵ に 定 め る 数 以 上 の 車 椅 子 使 用

者 用 駐 車 施 設 を 設 け な け れ ば な ら な い 。 

⑴ 当 該 駐 車 場 に 設 け る 駐 車 施 設 の 数 （ 当 該 駐 車 場 を 二

以 上 設 け る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 駐 車 場 に 設 け る 駐 車

施 設 の 総 数 。 ⑵ に お い て 同 じ 。 ） が 二 百 以 下 の 場 合 当

該 駐 車 施 設 の 数 に 五 十 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 数 （ そ の 数

に 一 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 上 げ た

数 ） 

⑵ 当 該 駐 車 場 に 設 け る 駐 車 施 設 の 数 が 二 百 を 超 え る

場 合 当 該 駐 車 施 設 の 数 に 百 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 数

（ そ の 数 に 一 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切

り 上 げ た 数 ） に 二 を 加 え た 数 

㈡ ㈠ の 規 定 は 、 車 椅 子 使 用 者 が 駐 車 場 を 利 用 す る 上 で 支

障 が な い も の と し て 次 に 掲 げ る 場 合 は 、 適 用 し な い 。 

⑴ 不 特 定 多 数 利 用 駐 車 場 が 昇 降 機 そ の 他 の 機 械 装 置

 

 

 

㈡ 集 団 補 聴 設 備 そ の 他 の 高 齢 者 、 障 害 者 等 の 利 用 に 配 慮

し た 設 備 を 設 け る こ と 。 

十 二  （ 略 ） 

十 三 駐 車 場  ㈠ 不 特 定 か つ 多 数 の 者 が 利 用 し 、 又 は 主 と し て 高 齢 者 、

障 害 者 等 が 利 用 す る 駐 車 場 を 設 け る 場 合 に は 、 そ の う ち

一 以 上 に 、 車 い す 使 用 者 用 駐 車 施 設 を 一 以 上 設 け な け れ

ば な ら な い 。 

 

⑴ 及 び ⑵ （ 新 設 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 新 設 ） 

 

 



に よ り 自 動 車 を 駐 車 さ せ る 構 造 の も の （ 以 下 こ の 項 に

お い て 「 不 特 定 多 数 利 用 機 械 式 駐 車 場 」 と い う 。 ） で

あ り 、 か つ 、 そ の 出 入 口 の 部 分 に 車 椅 子 使 用 者 が 円 滑

に 自 動 車 に 乗 降 す る こ と が 可 能 な 場 所 が 一 以 上 設 け

ら れ て い る 場 合 

⑵ 不 特 定 多 数 利 用 機 械 式 駐 車 場 及 び 当 該 不 特 定 多 数

利 用 機 械 式 駐 車 場 以 外 の 不 特 定 多 数 利 用 駐 車 場 を 設

け る 場 合 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る 場 合 

ア 当 該 不 特 定 多 数 利 用 機 械 式 駐 車 場 の 出 入 口 の 部

分 に 車 椅 子 使 用 者 が 円 滑 に 自 動 車 に 乗 降 す る こ と

が 可 能 な 場 所 が 一 以 上 設 け ら れ て い る こ と 。 

イ 当 該 不 特 定 多 数 利 用 機 械 式 駐 車 場 に 設 け る 駐 車

施 設 の 数 （ 当 該 不 特 定 多 数 利 用 機 械 式 駐 車 場 を 二 以

上 設 け る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 不 特 定 多 数 利 用 機 械

式 駐 車 場 に 設 け る 駐 車 施 設 の 総 数 ） 及 び 当 該 不 特 定

多 数 利 用 駐 車 場 に 設 け る 車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施 設

の 数 （ 当 該 不 特 定 多 数 利 用 駐 車 場 を 二 以 上 設 け る 場

合 に あ っ て は 、 当 該 不 特 定 多 数 利 用 駐 車 場 に 設 け る

車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施 設 の 総 数 ） の 合 計 数 が ㈠ に 掲

げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 区 分 に 定 め る

数 以 上 で あ る こ と 。 

 ⑶ 改 修 を 行 う 場 合 で あ っ て 、 次 の ア 又 は イ に 掲 げ る 場

合 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 ア 又 は イ に 定 め る 数 以 上 の 車 椅

子 使 用 者 用 駐 車 施 設 を 不 特 定 多 数 利 用 駐 車 場 に 設 け

る 場 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ア 当 該 改 修 に 係 る 部 分 に 不 特 定 多 数 利 用 駐 車 場 を

設 け る 場 合 次 の 又 は に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に

応 じ 、 当 該 又 は に 定 め る 数 

    当 該 改 修 に 係 る 部 分 に 設 け る 不 特 定 多 数 利 用

駐 車 場 に 設 け る 駐 車 施 設 の 数 （ 当 該 改 修 に 係 る 部

分 に 不 特 定 多 数 利 用 駐 車 場 を 二 以 上 設 け る 場 合

に あ っ て は 、 当 該 不 特 定 多 数 利 用 駐 車 場 に 設 け る

駐 車 施 設 の 総 数 。 以 下 こ の 及 び に お い て 同

じ 。 ） が 二 百 以 下 の 場 合 当 該 駐 車 施 設 の 数 に 五

十 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 数 （ そ の 数 に 一 未 満 の 端 数

が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 上 げ た 数 ） 

    当 該 改 修 に 係 る 部 分 に 設 け る 不 特 定 多 数 利 用

駐 車 場 に 設 け る 駐 車 施 設 の 数 が 二 百 を 超 え る 場

合 当 該 駐 車 施 設 の 数 に 百 分 の 一 を 乗 じ て 得 た

数 （ そ の 数 に 一 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端

数 を 切 り 上 げ た 数 ） に 二 を 加 え た 数 

  イ 当 該 改 修 に 係 る 部 分 に 不 特 定 多 数 利 用 駐 車 場 を

設 け な い 場 合 一 

㈢ 車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施 設 は 、 次 に 掲 げ る も の で な け れ

ば な ら な い 。 

⑴ 幅 は 、 三 百 五 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 と す る こ と 。 

⑵ 当 該 車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施 設 か ら 利 用 居 室 （ 当 該 建

築 物 に 利 用 居 室 が 設 け ら れ て い な い と き は 、 道 等 。 ㈣

に お い て 同 じ 。 ） ま で の 経 路 の 長 さ が で き る だ け 短 く

な る 位 置 に 設 け る こ と 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㈡ 車 い す 使 用 者 用 駐 車 施 設 は 、 次 に 掲 げ る も の で な け れ

ば な ら な い 。 

⑴ 幅 は 、 三 百 五 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 と す る こ と 。 

⑵ 当 該 車 い す 使 用 者 用 駐 車 施 設 か ら 利 用 居 室 （ 当 該 建

築 物 に 利 用 居 室 が 設 け ら れ て い な い と き は 、 道 等 。 ㈢

に お い て 同 じ 。 ） ま で の 経 路 の 長 さ が で き る だ け 短 く

な る 位 置 に 設 け る こ と 。 



㈣ 不 特 定 多 数 利 用 駐 車 場 に 車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施 設 を

設 け る 場 合 に は 、 当 該 車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施 設 又 は そ の

付 近 に 、 当 該 車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施 設 か ら 利 用 居 室 ま で

の 経 路 に つ い て の 誘 導 表 示 を 設 け な け れ ば な ら な い 。 

 

十 四 か ら 十 七

ま で  

（ 現 行 の と お り ） 

備 考  （ 現 行 の と お り ）  

 

別 表 第 六 建 築 物 （ 共 同 住 宅 等 ） に 関 す る 遵 守 基 準 （ 都 市 施 設 ） （ 第 五 条 関 係 ） 

整 備 項 目  遵 守 基 準 と す べ き 事 項  

一 特 定 経 路  ㈠ （ 現 行 の と お り ） 

㈡ 共 同 住 宅 等 に 、 多 数 の 者 が 利 用 す る 居 室 、 車 椅 子 使 用

者 用 便 房 又 は 車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施 設 を 設 け る 場 合 に

お い て は 、 別 表 第 五 の う ち 移 動 等 円 滑 化 経 路 等 に 係 る 規

定 を 適 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 表 の う ち 移 動 等 円

滑 化 経 路 等 に 係 る 規 定 の 適 用 を 受 け た 特 定 経 路 と な る

べ き 経 路 又 は そ の 一 部 に つ い て は 、 こ の 表 の 規 定 は 適 用

し な い 。 

㈢ （ 現 行 の と お り ） 

二 か ら 七 ま で  （ 現 行 の と お り ） 

八 便 所  ㈠ 多 数 の 者 が 利 用 す る 便 所 は 、 次 に 掲 げ る も の で な け れ

ば な ら な い 。 

⑴ 多 数 の 者 が 利 用 す る 便 所 の 数 は 、 多 数 の 者 が 利 用 す

㈢ 不 特 定 か つ 多 数 の 者 が 利 用 し 、 又 は 主 と し て 高 齢 者 、

障 害 者 等 が 利 用 す る 駐 車 場 に 車 い す 使 用 者 用 駐 車 施 設

を 設 け る 場 合 に は 、 当 該 車 い す 使 用 者 用 駐 車 施 設 又 は そ

の 付 近 に 、 当 該 車 い す 使 用 者 用 駐 車 施 設 か ら 利 用 居 室 ま

で の 経 路 に つ い て の 誘 導 表 示 を 設 け な け れ ば な ら な い 。 

十 一 か ら 十 七

ま で  

（ 略 ） 

 

 備 考  （ 略 ）  

 

別 表 第 六 建 築 物 （ 共 同 住 宅 等 ） に 関 す る 遵 守 基 準 （ 都 市 施 設 ） （ 第 五 条 関 係 ） 

整 備 項 目  遵 守 基 準 と す べ き 事 項  

一 特 定 経 路  ㈠ （ 略 ）  

㈡ 共 同 住 宅 等 に 、 多 数 の 者 が 利 用 す る 居 室 、 車 い す 使 用

者 用 便 房 又 は 車 い す 使 用 者 用 駐 車 施 設 を 設 け る 場 合 に

お い て は 、 別 表 第 五 の う ち 移 動 等 円 滑 化 経 路 等 に 係 る 規

定 を 適 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 表 の う ち 移 動 等 円

滑 化 経 路 等 に 係 る 規 定 の 適 用 を 受 け た 特 定 経 路 と な る

べ き 経 路 又 は そ の 一 部 に つ い て は 、 こ の 表 の 規 定 は 適 用

し な い 。  

㈢ （ 略 ）  

二 か ら 七 ま で  （ 略 ）  

八 便 所  ㈠ 多 数 の 者 が 利 用 す る 便 所 を 設 け る 場 合 に は 、 床 の 表 面

を 粗 面 と し 、 又 は 滑 り に く い 材 料 で 仕 上 げ る こ と 。  

 ⑴ か ら ⑶ ま で （ 新 設 ）  



る 階 （ 次 に 掲 げ る 階 を 除 く 。 ） の 階 数 に 相 当 す る 数 以

上 を 設 け る も の で な け れ ば な ら な い 。 

ア 直 接 地 上 へ 通 ず る 出 入 口 の あ る 階 で あ っ て 、 多 数

の 者 が 利 用 す る 便 所 を 一 以 上 設 け る 施 設 が 同 一 敷

地 内 の 当 該 出 入 口 に 近 接 す る 位 置 に あ る も の 

イ 多 数 の 者 が 利 用 す る 部 分 の 床 面 積 が 著 し く 小 さ

い 階 、 多 数 の 者 の 滞 在 時 間 が 短 い 階 、 そ の 他 の 建 築

物 の 管 理 運 営 上 多 数 の 者 が 利 用 す る 便 所 を 設 け な

い こ と が や む を 得 な い と 認 め ら れ る 階 

⑵ 多 数 の 者 が 利 用 す る 便 所 の 配 置 基 準 は 、 特 定 の 階 に

偏 る こ と な く 設 け る こ と そ の 他 の 多 数 の 者 が 利 用 す

る 上 で 支 障 が な い 位 置 に 設 け る こ と と す る 。 

⑶ 多 数 の 者 が 利 用 す る 便 所 の 床 の 表 面 は 、 粗 面 と し 、

又 は 滑 り に く い 材 料 で 仕 上 げ る こ と 。 

㈡ 多 数 の 者 が 利 用 す る 便 所 を 設 け る 場 合 に は 、 当 該 便 所

の う ち 一 以 上 に 、 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 を 一 以 上 （ 当 該 車

椅 子 使 用 者 用 便 房 に 男 子 用 及 び 女 子 用 の 区 別 を 設 け る

場 合 に あ っ て は 、 そ れ ぞ れ 一 以 上 ） 設 け な け れ ば な ら な

い 。 

㈢ ㈠ の 規 定 に よ り 多 数 の 者 が 利 用 す る 便 所 を 設 け る 階

（ 以 下 こ の 項 に お い て 「 便 所 設 置 階 」 と い う 。 ） に お い

て は 、 当 該 便 所 の う ち 一 以 上 （ 次 に 掲 げ る ⑴ の 場 合 に あ

っ て は 、 ⑴ に 定 め る 数 以 上 ） に 、 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 を

一 以 上 （ 当 該 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 に 男 子 用 及 び 女 子 用 の

区 別 を 設 け る 場 合 に あ っ て は 、 そ れ ぞ れ 一 以 上 ） 設 け な

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㈡ ㈠ の 便 所 の う ち 一 以 上 （ 男 子 用 及 び 女 子 用 の 区 別 が あ

る と き は 、 そ れ ぞ れ 一 以 上 ） は 、 次 に 掲 げ る も の と す る

こ と 。  

 

 

（ 新 設 ）  

 

 

 

 

 



け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 車 椅 子 使 用 者 が 車 椅 子 使 用 者

用 便 房 を 利 用 す る 上 で 支 障 が な い も の と し て 次 に 掲 げ

る ⑵ の 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 

⑴ 当 該 階 の 床 面 積 が 一 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え る 場 合

に あ っ て は 、 当 該 床 面 積 の 区 分 に 応 じ 、 次 の ア 又 は イ

に 定 め る 数 。 た だ し 、 当 該 数 が 便 所 設 置 階 に 設 け る 多

数 の 者 が 利 用 す る 便 所 （ 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 の み を 設

け る も の を 除 く 。 ） の 数 を 超 え る 場 合 に あ っ て は 、 当

該 多 数 の 者 が 利 用 す る 便 所 の 数 と す る 。 

ア 便 所 設 置 階 の 床 面 積 が 一 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え 、

四 万 平 方 メ ー ト ル 以 下 の 場 合 二  

イ 便 所 設 置 階 の 床 面 積 が 四 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え

る 場 合 当 該 床 面 積 に 相 当 す る 数 に 二 万 分 の 一 を

乗 じ て 得 た 数 （ そ の 数 に 一 未 満 の 端 数 が あ る と き

は 、 そ の 端 数 を 切 り 上 げ た 数 ） 

⑵ 車 椅 子 使 用 者 が 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 を 利 用 す る 上

で 支 障 が な い も の は 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る も の と

す る 。 

ア 便 所 設 置 階 が 直 接 地 上 へ 通 ず る 出 入 口 の あ る 階

で あ り 、 か つ 、 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 を 一 以 上 （ 当 該

車 椅 子 使 用 者 用 便 房 に 男 子 用 及 び 女 子 用 の 区 別 を

設 け る 場 合 に あ っ て は 、 そ れ ぞ れ 一 以 上 ） 設 け る 施

設 が 同 一 敷 地 内 の 当 該 出 入 口 に 近 接 す る 位 置 に あ

る 場 合 

イ 便 所 設 置 階 の 多 数 の 者 が 利 用 す る 便 所 に 設 け る

 

 

 

⑴ 及 び ⑵ （ 新 設 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



べ き 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 の 全 部 又 は 一 部 を 、 当 該 便

所 設 置 階 以 外 の 便 所 設 置 階 の 多 数 の 者 が 利 用 す る

便 所 に 設 け る 場 合 

ウ 次 の 又 は に 掲 げ る 便 所 設 置 階 の 区 分 に 応 じ 、

当 該 又 は に 定 め る 場 合 

 男 子 用 の 多 数 の 者 が 利 用 す る 便 所 の み を 設 け

る 便 所 設 置 階 当 該 多 数 の 者 が 利 用 す る 便 所 の

う ち 一 以 上 （ 当 該 便 所 設 置 階 の 床 面 積 が 一 万 平

方 メ ー ト ル を 越 え る 場 合 に あ っ て は 、 ㈢ ⑴ に 掲

げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 区 分 に 定

め る 数 以 上 ） に 、 男 子 用 の 車 椅 子 使 用 者 用 便 房

を 一 以 上 設 け る 場 合 

 女 子 用 の 多 数 の 者 が 利 用 す る 便 所 の み を 設 け

る 便 所 設 置 階 当 該 多 数 の 者 が 利 用 す る 便 所 の

う ち 一 以 上 （ 当 該 便 所 設 置 階 の 床 面 積 が 一 万 平

方 メ ー ト ル を 超 え る 場 合 に あ っ て は 、 ㈢ ⑴ に 掲

げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 区 分 に 定

め る 数 以 上 ） に 、 女 子 用 の 車 椅 子 使 用 者 用 便 房

を 一 以 上 設 け る 場 合 

エ 床 面 積 が 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の 便 所 設 置 階 を 有

す る 建 築 物 に 、 床 面 積 が 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の 階 の

床 面 積 の 合 計 に 千 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 数 （ そ の 数 に

一 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た

数 ） （ 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の 便 所 設 置 階 （ 車 椅 子 使

用 者 用 便 房 の み を 設 け る 多 数 の 者 が 利 用 す る 便 所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



の み を 設 け る も の を 除 く 。 ） の 階 数 に 相 当 す る 数 を

超 え る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 階 数 に 相 当 す る 数 ） に

㈢ 本 文 の 規 定 に よ り 床 面 積 が 千 平 方 メ ー ト ル 以 上

の 便 所 設 置 階 に 設 け る べ き 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 の

数 を 加 え た 数 （ ⑵ に 規 定 す る 施 設 が ⑵ に 規 定 す

る 位 置 に あ る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 数 か ら 当 該 施 設

に 設 け る 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 （ 当 該 車 椅 子 使 用 者 用

便 房 に 男 子 用 及 び 女 子 用 の 区 別 を 設 け る 場 合 に あ

っ て は 、 そ れ ぞ れ の 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 ） の 数 を 差

し 引 い た 数 ） 以 上 の 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 （ 当 該 車 椅

子 使 用 者 用 便 房 （ 男 子 用 の 多 数 の 者 が 利 用 す る 便 所

及 び 女 子 用 の 多 数 の 者 が 利 用 す る 便 所 を 設 け る 階

に 設 け る も の に 限 る 。 ） に 男 子 用 及 び 女 子 用 の 区 別

を 設 け る 場 合 に あ っ て は 、 そ れ ぞ れ の 車 椅 子 使 用 者

用 便 房 ） を 設 け る 場 合 

⑶ 車 椅 子 使 用 者 用 便 房 は 次 に 掲 げ る 構 造 の も の と す

る 。 

ア 腰 掛 便 座 、 手 す り 等 が 適 切 に 配 置 さ れ て い る こ

と 。 

イ 車 椅 子 使 用 者 が 円 滑 に 利 用 す る こ と が で き る よ

う 十 分 な 空 間 が 確 保 さ れ て い る こ と 。 

㈣ ㈡ 及 び ㈢ に 定 め る も の の ほ か 、 ㈠ の 規 定 に よ り 設 け る

多 数 の 者 が 利 用 す る 便 所 の う ち 一 以 上 に は 、 高 齢 者 、 障

害 者 等 が 円 滑 に 利 用 す る こ と が で き る 構 造 の 水 洗 器 具

を 設 け た 便 房 を 一 以 上 （ 当 該 便 房 に 男 子 用 及 び 女 子 用 の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 便 所 内 に 、 次 に 掲 げ る 構 造 の 車 い す 使 用 者 用 便 房 を

一 以 上 設 け る こ と 。  

ア 腰 掛 便 座 、 手 す り 等 が 適 切 に 配 置 さ れ て い る こ

と 。  

イ 車 い す 使 用 者 が 円 滑 に 利 用 す る こ と が で き る よ

う 十 分 な 空 間 が 確 保 さ れ て い る こ と 。  

⑵ 便 所 内 に 、 高 齢 者 、 障 害 者 等 が 円 滑 に 利 用 す る こ と

が で き る 構 造 の 水 洗 器 具 を 設 け た 便 房 を 一 以 上 設 け

る こ と 。  

 



区 別 を 設 け る 場 合 に あ っ て は 、 そ れ ぞ れ 一 以 上 ） 設 け な

け れ ば な ら な い 。 

㈤ ㈡ か ら ㈣ ま で に 定 め る も の の ほ か 、 ㈠ の 規 定 に よ り 設

け る 多 数 の 者 が 利 用 す る 便 所 で あ っ て 、 男 子 用 小 便 器 を

設 け る も の の う ち 一 以 上 に は 、 床 置 式 の 小 便 器 、 壁 掛 式

の 小 便 器 （ 受 け 口 の 高 さ が 三 十 五 セ ン チ メ ー ト ル 以 下 の

も の に 限 る 。 ） そ の 他 こ れ ら に 類 す る 小 便 器 を 一 以 上 設

け な け れ ば な ら な い 。 

九 及 び 十  （ 現 行 の と お り ） 

十 一 駐 車 場  ㈠ 多 数 の 者 が 利 用 す る 駐 車 場 に は 、 次 に 掲 げ る 場 合 の 区

分 に 応 じ 、 当 該 ⑴ 又 は ⑵ に 定 め る 数 以 上 の 車 椅 子 使 用 者

用 駐 車 施 設 を 設 け な け れ ば な ら な い 。 

⑴ 当 該 駐 車 場 に 設 け る 駐 車 施 設 の 数 （ 当 該 駐 車 場 を 二

以 上 設 け る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 駐 車 場 に 設 け る 駐 車

施 設 の 総 数 。 ⑵ に お い て 同 じ 。 ） が 二 百 以 下 の 場 合 当

該 駐 車 施 設 の 数 に 五 十 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 数 （ そ の 数

に 一 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 上 げ た

数 ） 

⑵ 当 該 駐 車 場 に 設 け る 駐 車 施 設 の 数 が 二 百 を 超 え る

場 合 当 該 駐 車 施 設 の 数 に 百 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 数

（ そ の 数 に 一 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切

り 上 げ た 数 ） に 二 を 加 え た 数 

㈡ ㈠ の 規 定 は 、 車 椅 子 使 用 者 が 駐 車 場 を 利 用 す る 上 で 支

障 が な い も の と し て 次 に 掲 げ る 場 合 は 、 適 用 し な い 。 

 

 

㈢ 多 数 の 者 が 利 用 す る 男 子 用 小 便 器 の あ る 便 所 を 設 け

る 場 合 に は 、 そ の う ち 一 以 上 に 、 床 置 式 の 小 便 器 、 壁 掛

式 の 小 便 器 （ 受 け 口 の 高 さ が 三 十 五 セ ン チ メ ー ト ル 以 下

の も の に 限 る 。 ） そ の 他 こ れ ら に 類 す る 小 便 器 を 一 以 上

設 け な け れ ば な ら な い 。  

 

九 及 び 十  （ 略 ）  

十 一 駐 車 場  ㈠ 多 数 の 者 が 利 用 す る 駐 車 場 を 設 け る 場 合 に は 、 そ の う

ち 一 以 上 に 車 い す 使 用 者 用 駐 車 施 設 を 一 以 上 設 け な け

れ ば な ら な い 。  

 ⑴ 及 び ⑵ （ 新 設 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑴ 多 数 利 用 機 械 式 駐 車 場 で あ り 、 か つ 、 そ の 出 入 口 の

部 分 に 車 椅 子 使 用 者 が 円 滑 に 自 動 車 に 乗 降 す る こ と

が 可 能 な 場 所 が 一 以 上 設 け ら れ て い る 場 合 

⑵ 多 数 利 用 機 械 式 駐 車 場 及 び 当 該 多 数 利 用 機 械 式 駐

車 場 以 外 の 多 数 の 者 が 利 用 す る 駐 車 場 を 設 け る 場 合

で あ っ て 、 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る 場 合 
ア 当 該 多 数 利 用 機 械 式 駐 車 場 の 出 入 口 の 部 分 に 車

椅 子 使 用 者 が 円 滑 に 自 動 車 に 乗 降 す る こ と が 可 能

な 場 所 が 一 以 上 設 け ら れ て い る こ と 。 

イ 当 該 多 数 利 用 機 械 式 駐 車 場 に 設 け る 駐 車 施 設 の

数 （ 当 該 多 数 利 用 機 械 式 駐 車 場 を 二 以 上 設 け る 場 合

に あ っ て は 、 当 該 多 数 利 用 機 械 式 駐 車 場 に 設 け る 駐

車 施 設 の 総 数 ） 及 び 当 該 多 数 の 者 が 利 用 す る 駐 車 場

に 設 け る 車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施 設 の 数 （ 当 該 多 数 の

者 が 利 用 す る 駐 車 場 を 二 以 上 設 け る 場 合 に あ っ て

は 、 当 該 多 数 の 者 が 利 用 す る 駐 車 場 に 設 け る 車 椅 子

使 用 者 用 駐 車 施 設 の 総 数 ） の 合 計 数 が ㈠ に 掲 げ る 場

合 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 区 分 に 定 め る 数 以 上

で あ る こ と 。 

⑶ 改 修 を 行 う 場 合 で あ っ て 、 次 の ア 又 は イ に 掲 げ る 場

合 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 ア 又 は イ に 定 め る 数 以 上 の 車 椅

子 使 用 者 用 駐 車 施 設 を 多 数 の 者 が 利 用 す る 駐 車 場 に

設 け る 場 合 

  ア 当 該 改 修 に 係 る 部 分 に 多 数 の 者 が 利 用 す る 駐 車

場 を 設 け る 場 合 次 の 又 は に 掲 げ る 場 合 の 区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



分 に 応 じ 、 当 該 又 は に 定 め る 数 

    当 該 改 修 に 係 る 部 分 に 設 け る 多 数 の 者 が 利 用

す る 駐 車 場 に 設 け る 駐 車 施 設 の 数 （ 当 該 改 修 に 係

る 部 分 に 多 数 の 者 が 利 用 す る 駐 車 場 を 二 以 上 設

け る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 多 数 の 者 が 利 用 す る 駐

車 場 に 設 け る 駐 車 施 設 の 総 数 。 以 下 こ の 及 び

に お い て 同 じ 。 ） が 二 百 以 下 の 場 合 当 該 駐 車 施

設 の 数 に 五 十 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 数 （ そ の 数 に 一

未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 上 げ た

数 ） 

    当 該 改 修 に 係 る 部 分 に 設 け る 多 数 の 者 が 利 用

す る 駐 車 場 に 設 け る 駐 車 施 設 の 数 が 二 百 を 超 え

る 場 合 当 該 駐 車 施 設 の 数 に 百 分 の 一 を 乗 じ て

得 た 数 （ そ の 数 に 一 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ

の 端 数 を 切 り 上 げ た 数 ） に 二 を 加 え た 数 

  イ 当 該 改 修 に 係 る 部 分 に 多 数 の 者 が 利 用 す る 駐 車

場 を 設 け な い 場 合 一 

㈢ 車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施 設 は 、 次 に 掲 げ る も の で な け れ

ば な ら な い 。 

⑴ 幅 は 、 三 百 五 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 と す る こ と 。 

⑵ 当 該 車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施 設 か ら 多 数 の 者 が 利 用

す る 居 室 等 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 利 用 居 室 等 」 と い

う 。 当 該 建 築 物 に 利 用 居 室 が 設 け ら れ て い な い と き

は 、 道 等 。 ㈣ に お い て 同 じ 。 ） ま で の 経 路 の 長 さ が で

き る だ け 短 く な る 位 置 に 設 け る こ と 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㈡ 車 い す 使 用 者 用 駐 車 施 設 は 、 次 に 掲 げ る も の で な け れ

ば な ら な い 。  

⑴ 幅 は 、 三 百 五 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 と す る こ と 。  

⑵ 当 該 車 い す 使 用 者 用 駐 車 施 設 か ら 利 用 居 室 （ 当 該 建

築 物 に 利 用 居 室 が 設 け ら れ て い な い と き は 、 道 等 。 ㈢

に お い て 同 じ 。 ） ま で の 経 路 の 長 さ が で き る だ け 短 く

な る 位 置 に 設 け る こ と 。  

 



 

㈣ 多 数 の 者 が 利 用 す る 駐 車 場 に 車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施

設 を 設 け る 場 合 に は 、 当 該 車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施 設 又 は

そ の 付 近 に 、 当 該 車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施 設 か ら 利 用 居 室

ま で の 経 路 に つ い て の 誘 導 表 示 を 設 け な け れ ば な ら な

い 。 

十 二 か ら 十 五

ま で  

（ 現 行 の と お り ） 

備 考  （ 現 行 の と お り ）  

別 表 第 七 か ら 別 表 第 十 二 ま で  （ 現 行 の と お り ）  

別 記 第 一 号 様 式  （ 現 行 の と お り ）  

別 記 第 二 号 様 式  （ 別 紙 の と お り ）  

別 記 第 二 号 の 二 様 式 か ら 第 四 号 様 式 ま で  （ 現 行 の と お り ）  

別 記 第 五 号 様 式  （ 別 紙 の と お り ）  

別 記 第 六 号 様 式  （ 別 紙 の と お り ）  

第 七 号 様 式 か ら 第 十 五 号 様 式 ま で  （ 現 行 の と お り ）  

㈢ 多 数 の 者 が 利 用 す る 駐 車 場 に 車 い す 使 用 者 用 駐 車 施

設 を 設 け る 場 合 に は 、 当 該 車 い す 使 用 者 用 駐 車 施 設 又 は

そ の 付 近 に 、 当 該 車 い す 使 用 者 用 駐 車 施 設 か ら 利 用 居 室

ま で の 経 路 に つ い て の 誘 導 表 示 を 設 け な け れ ば な ら な

い 。  

十 二 か ら 十 五

ま で  

（ 略 ）  

 備 考  （ 略 ）  

別 表 第 七 か ら 別 表 第 十 二 ま で  （ 略 ）  

別 記 第 一 号 様 式  （ 略 ）  

別 記 第 二 号 様 式  （ 別 紙 の と お り ）  

別 記 第 二 号 の 二 様 式 か ら 第 四 号 様 式 ま で  （ 略 ）  

別 記 第 五 号 様 式   （ 別 紙 の と お り ）  

別 記 第 六 号 様 式   （ 別 紙 の と お り ）  

第 七 号 様 式 か ら 第 十 五 号 様 式 ま で  （ 略 ）    


